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東松島市赤井官衙遺跡群保存活用計画策定検討委員会設置要綱 

 

令和４年３月２４日 

東松島市教育委員会訓令甲第８号 

 

（趣旨） 

第１条 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号。）第１０９条第１項の規定により指定された史跡赤井

官衙遺跡群の本質的な価値及びその構成要素を明らかにし、適正な保存・活用を図る赤井官衙遺跡群保存

活用計画（以下「計画」という。）を策定するため、東松島市赤井官衙遺跡群保存活用計画策定検討委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

（1） 計画の基本的事項及び素案の策定に関すること。 

（2） その他計画の策定について必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会の委員は、８人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

（1） 学識経験を有する者 

（2） 地域を代表する者 

（3） 東松島市文化財保護審議会委員の者 

（4） その他教育長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から２年を経過する日の属する年度の末日までとする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。 

４ 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。 

（謝礼及び旅費） 

第７条 委員が会議に出席したときは、東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例（平成１７年東松島市条例第３７号。以下「特別職の職員」という。）第２条別表第１の区分「東松

島市文化財保護審議会」及び「東松島市特別名勝松島保存管理専門委員会」の報酬額に準じて、謝礼を支

給する。 

２ 委員が会議に出席するため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。また、

その費用は特別職の職員第４条第２項に準じるものとし、車賃、日当、宿泊料は同条別表第３の「別表第

１に掲げる者」の区分を適用する。ただし、食卓料は支給除外とする。 

３ 前項に定める旅費の支給は、予算の定める範囲内で行うことができるものとする。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。 

（その他） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、公示の日から施行する。 

（招集の特例） 

２ この訓令の施行後、最初に開かれる会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、教育長が招集する。 
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２）計画策定の経過

史跡赤井官衙遺跡群保存活用計画策定委員会 開催・打合せ協議等 経過

① 令和４(2022) 年度

◆ 第 1 回 打合せ協議（内部）
開催日時：令和 4 年 7 月 22 日 （金）PM13:30 〜
開催場所：奥松島縄文村 歴史資料館交流館
主な議題：1）第 1 回委員会開催次第等について
　　　　　　＊開催次第、協議事項等について確認を行う。
　　　　　2）委員会提出資料の内容等について
　　　　　　＊計画の内容、構成、工程等について協議する。

● 企画展の開催
開催日時：令和 4 年 7 月 23 日 （土）〜 10 月 10 日（月）
開催場所：奥松島縄文村歴史資料館
展示内容：「史跡赤井官衙遺跡群・矢本横穴 －古代牡鹿をおさめた人々のお墓－」

■ 第 1 回 赤井官衙遺跡群保存活用計画策定検討委員会
開催日時：令和 4 年 8 月 8 日（火）AM10:00 〜
開催場所：東松島市コミュニティセンター・史跡赤井官衙遺跡群現地
主な議題：1）保存活用計画の内容について
　　　　　　① 計画の目的と構成について
　　　　　　② 計画策定のスケジュールについて
　　　　　　③ 他計画との関わりについて
　　　　　　④ 地権者アンケートについて
　　　　　2）遺跡の保存管理について
　　　　　3）史跡赤井官衙遺跡群現況 現地視察

■ 文化庁 現地視察・指導（文化財第二課 史跡部門文化財調査官 野木雄大）
開催日時：令和 4 年 8 月 23 日（火）PM13:00 〜
開催場所：東松島市役所
主な議題：1）史跡赤井官衙遺跡群現況 現地視察
　　　　　2）保存活用計画の内容について協議・指導

● 講演会の開催（東松島市文化財講演会）
開催日時：令和 4 年 9 月 10 日（土）PM13:30 〜
開催場所：東松島市コミュニティセンター 
講　　師：文化庁 文化財第二課 埋蔵文化財部門 主任文化財調査官 近江 俊秀
演　　題：「王権と牡鹿郡 －赤井官衙は、なぜ史跡指定されたのか－」

◆ 第 2 回 打合せ協議（内部）
開催日時：令和 4 年 11 月 11 日（金）PM13:30 〜
開催場所：奥松島縄文村 歴史資料館交流館
主な議題：1）策定作業の進め方について
　　　　　　① 作業等スケジュールの確認
　　　　　2）「関連行政施策における位置づけ」について
　　　　　　① 現段階での把握内容
　　　　　　② 今後の作業方針
　　　　　3）「東松島市の概要」について
　　　　　　① 記載内容の検討
　　　　　　② 引用元資料の確認お及び提供
　　　　　4）「3. 史跡の概要 3）史跡の価値」について
　　　　　5）「アンケート調査」の取扱について
　　　　　　① 調査項目の検討
　　　　　　② 実施の方針や時期の検討

◆ 第 3 回 打合せ協議（内部）
開催日時：令和 5 年 1 月 17 日（火）PM13:30 〜
開催場所：奥松島縄文村 歴史資料館交流館
主な議題：1）第 2 回委員会開催次第等について
　　　　　　＊開催次第、協議事項等について確認を行う。
　　　　　2）委員会提出資料の内容等について
　　　　　　＊計画の内容、構成、工程等について協議する。

■ 第 2 回 赤井官衙遺跡群保存活用計画策定検討委員会
開催日時：令和 5 年 1 月 23 日（月）PM13:30 〜
開催場所：東松島市コミュニティセンター
主な議題：1）地権者アンケートについて
　　　　　2）保存活用計画の内容について
　　　　　　① 計画策定の経緯と目的
　　　　　　② 史跡の概要
　　　　　3）第 3 回委員会以降の検討内容について

◆ アンケート調査の実施
実施機関：東松島市教育委員会 生涯学習課
実施時期：令和 5 年 3 月上旬
対象範囲：1）赤井官衙遺跡群及び周辺にお住まいの方
　　　　　2）遺跡内に土地を所有または管理されている方
調査方法：1）世帯単位で回答
　　　　　2）返信用封筒により回答
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②令和５(2023) 年度

◆ 第 1 回 打合せ協議（内部）
開催日時：令和 5 年 6 月 16 日（金）PM15:00 〜
開催場所：奥松島縄文村 歴史資料館交流館
主な議題：1）第 3 回委員会開催次第等について
　　　　　　＊開催次第、協議事項等について確認を行う。
　　　　　2）委員会提出資料の内容等について
　　　　　　＊ 3. 史跡の概要 3）史跡の価値、5. 保存管理等について協議する。

■ 第 3 回 赤井官衙遺跡群保存活用計画策定検討委員会
開催日時：令和 5 年 7 月 4 日（火）PM13:30 〜
開催場所：東松島市コミュニティセンター
主な議題：1）説明事項
　　　　　　① 令和 4 年度発掘調査成果について
　　　　　　② アンケート調査について
　　　　　　③ 東松島の概要について
　　　　　2）協議事項
　　　　　　① 史跡の価値について
　　　　　　② 保存管理について
　　　　　3）その他
　　　　　　① 第４回以降の検討内容について

◆ 第 2 回 打合せ協議（内部）
開催日時：令和 5 年 7 月 21 日（金）PM13:30 〜
開催場所：奥松島縄文村 歴史資料館交流館
主な議題：1）アンケート調査結果の概要について
　　　　　　＊調査結果の概要に関する修正内容の確認を行う。
　　　　　2）委員会での指摘事項について
　　　　　　＊ 3）史跡の価値、5. 保存管理等の修正内容に関して、確認・協議する。

◆ 第 3 回 打合せ協議（内部）
開催日時：令和 5 年 10 月 27 日（金）PM13:30 〜
開催場所：奥松島縄文村 歴史資料館交流館
主な議題：1）今年度策定内容に関する課題について
　　　　　　＊史跡の概要、保存管理、活用、整備等に関する全体的な再確認を行う。
　　　　　2）次回委員会の開催方針について
　　　　　　＊専門部会の開催と議題等について、検討・協議する。

● 講演会の開催（東松島市文化財講演会）
開催日時：令和 5 年 12 月 17 日（日） PM13:00 〜
開催場所：矢本東市民センター 
講　　師：東北学院大学名誉教授　熊谷 公男
演　　題：「柵戸と蝦夷 ー古代牡鹿地方の住民の実態に迫る！ー」

■ 赤井官衙遺跡群保存活用計画策定検討委員会／部会１（専門委員）
開催日時：令和 5 年 12 月 22 日（金）PM13:30 〜
開催場所：奥松島縄文村歴史資料館交流館 
主な議題：1）協議事項
　　　　　　① 保存活用計画の内容について
　　　　　2）その他
　　　　　　① 第 4 回委員会以降の検討内容について

◆ 第 4 回 打合せ協議（内部）
開催日時：令和 6 年 1 月 22 日（月） PM13:30 〜
開催場所：奥松島縄文村 歴史資料館交流館
主な議題：1）専門部会での指摘事項
　　　　　　＊指摘事項について、修正内容の確認を行う。
　　　　　2）第 4 回委員会の提出資料
　　　　　　＊ 3. 史跡の概要～ 9. 事業推進施策について全体的な確認・協議をする。

● 講演会の開催（東松島市文化財講演会）
開催日時：令和 6 年 2 月 18 日（日）PM13:00 〜
開催場所：赤井市民センター 
講　　師：東北学院大学博物館学芸員・同大文学部非常勤講師　佐藤 敏幸
演　　題：「赤井官衙遺跡群のどこがすごい！？ ー古代城柵の発見ー」

● 現地説明会の開催（令和 5 年度赤井官衙遺跡群 B 地区発掘調査）
開催日時：令和 6 年 2 月 25 日（日）PM13:30 〜
開催場所：東松島市赤井字上三番地内
主な成果：遺跡北側を区画する外郭施設とみられる大溝跡、材木塀跡を発掘調査で
　　　　　確認する。

◆ 第 5 回 打合せ協議（内部）
開催日時：令和 6 年 3 月 11 日（月）PM15:30 〜
開催場所：奥松島縄文村 歴史資料館交流館
主な議題：1）第 4 回委員会の開催
　　　　　　＊委員会提出資料について、最終確認を行う。
　　　　　　＊委員会後の作業スケジュールについて確認、協議する。
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■ 赤井官衙遺跡群保存活用計画策定検討委員会／部会 2（地元代表委員）
開催日時：令和 6 年 3 月 3 日（金）PM13:30 〜
開催場所：東松島市コミュニティセンター 
主な議題：1）協議事項
　　　　　　① 保存活用計画の内容について

■ 第 4 回 赤井官衙遺跡群保存活用計画策定検討委員会
開催日時：令和 6 年 3 月 15 日（金）PM13:30 〜
開催場所：東松島市コミュニティセンター
主な議題：1）説明事項
　　　　　　① 計画策定スケジュールについて
　　　　　　② 赤井官衙遺跡発掘調査について
　　　　　2）協議事項
　　　　　　① 計画案全体について

③ 令和 6(2024) 年度

■ 赤井官衙遺跡群保存活用計画策定に伴う意見交換会
開催日時：令和 6 年 8 月 1 日（木）PM19:00 〜（赤井地区）
　　　　　令和 6 年 8 月 3 日（土）PM13:30 〜（矢本西地区）
開催場所：上区地区センター（赤井地区）
　　　　　矢本西市民センター（矢本西地区）
主な議題：1）説明事項
　　　　　　① 赤井官衙遺跡群の概要
　　　　　　② 遺跡の保存管理の方針と取扱いについて
　　　　　　③ 遺跡の活用と整備の方針について
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3）関連行政施策（抜粋）

① 東松島市第２次総合計画 後期基本計画（抜粋／ P16）

住み続けられ持続・発展する東松島市 
―地⽅創⽣のトップランナーをめざす― 

１ 基本的考え⽅ 

（１）まちづくりの将来像

東松島市は、平成 30 年６⽉ 15 ⽇、東⽇本⼤震災で被災した宮城・岩⼿・福島県の⾃
治体の中で唯⼀、政府から SDGs 未来都市に選定され、以来、SDGs の理念に沿って、
住み続けられるまちづくりを進めています。 

また、震災復興のモデル市をめざすとともに、単なる復旧にとどまらない「創造的復
興」を⽬標に取り組んできた結果、復興事業についても相当程度の進捗が図られていま
す。 

これらの取組の成果の上に⽴って、将来に向けて、SDGs とともに、全国地⽅⾃治体
共通の課題である⼈⼝の維持・発展を図るため、地⽅創⽣のトップランナーをめざす旨
を掲げるものです。 

（２）まちづくりの基本理念

上記のまちづくりの将来像実現に向け、SDGs 及び地⽅創⽣の推進とともに、被災者の
⼼の復興を基調として取り組む旨を掲げています。 

その具体的な⽅向性として、１つ⽬に、産業の成⻑促進と働く場の確保、２つ⽬に、地
域全体で次代を担う⼦どもたちを⽀える学びと⼦育て環境の充実、３つ⽬に、安全・安⼼
で誰もが快適に⽣き⽣きと暮らせる市⺠協働の地域社会を掲げ、５つのまちづくりの⽅向
性実現につなげます。 

「まちづくりの将来像」実現に向け、これまでの復旧・復興の取組の上に
⽴ち、なお必要な⼼の復興とともに将来に向けた地⽅創⽣及び SDGs を基
調とし、次の基本理念を掲げる。 

・ 本市産業の持続的な成⻑促進と働く場の確保
・ 地域全体で⽀える学びと⼦育て環境の充実
・ 安全・安⼼で快適に⽣き⽣きと暮らせる市⺠協働の地域社会

16
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まちづくりの⽅向性３ 次代を担う⼈材を育む学びと⽂化・スポーツのまち 
政策１ ⼦どもたちの可能性を広げ伸ばす学⼒の向上 

指標名
（出典） 指標の内容 現況値 ⽬標

（令和７年度） 

児童・⽣徒の学校
⽣活に対する意識
度 

魅⼒ある学校づくり
の意識調査 

主体的に取り組み 
授業がわかる割合 

⼩学校 94％ 
中学校 83％ 

主体的に取り組み 
授業がわかる割合 

⼩学校 96％ 
中学校 87％ 

学校での活動に 
意欲を持ち楽し 
く取り組む割合 
⼩学校 94% 
中学校 90％ 

学校での活動に 
意欲を持ち楽し 
く取り組む割合 
⼩学校 96% 
中学校 92％ 

教員の指導⼒向上
につながる研修等
の開催・参加数 

市が主催する研修会
等の開催数・参加者
数 

14 回・159 ⼈ 15 回・200 ⼈ 

政策２ 地域と⼀体となった豊かな⼼の育成と⽣涯学習の推進 
指標名

（出典） 指標の内容 現況値 ⽬標
（令和７年度） 

出前講座派遣回数 
及び参加者数 

出前講座派遣回数 
出前講座参加者数 

45 回 
1,245 ⼈ 

50 回 
1,370 ⼈ 

図書年間貸出冊数 図書年間貸出冊数 195,045 冊 204,800 冊 

カルチャー教室等
開催数

カルチャー教室等開催数 2 教室 8 教室 

政策３ ⽂化の継承と創造 
指標名

（出典） 指標の内容 現況値 ⽬標
（令和７年度） 

⽂化財関連セミナー、企
画展参加者数 

⽂化財関連セミナー、企
画展参加者数 784 ⼈ 985 ⼈ 

奥松島縄⽂村歴史資料館
来館者数 

奥松島縄⽂村歴史資料館
の年間の来館者数 10,820 ⼈ 13,500 ⼈ 

市内有形・無形⽂化財数 市内の有形及び無形⽂化
財の数 37 ⽂化財 37 ⽂化財 

24

（まちづくりの方向性３） 次代を担う人材を育む学びと文化・スポーツのまち 

（１）政策のねらいと概要
地域と⼀体となった豊かな⼼の育成と⽣涯学習の推進により、多くの市⺠が⾃ら学習

し、その学びの成果を地域社会の中で⽣かせるまちづくりをめざします。その取組とし
て、地域の協⼒によるコミュニティ・スクールの推進、各学校における⼼あったかイートこ
ろ運動の推進、市⺠主体による⽣涯学習の推進、⽣涯学習施設の整備・充実、国際理解の
推進を図ります。 

（２）前期基本計画の主な成果、
事項 主な成果 

⽣涯学習活動の進展に 
関する市⺠の意識 

39.6％（平成 30 年度・市⺠アンケート調査） 

芸術・⽂化活動に親しむ 
市⺠の割合 

40.8％（平成 30 年度・市⺠アンケート調査） 

（３）後期基本計画の⽬標（まちづくり指標）
指標名 
（出典） 指標の内容 現況値 ⽬標 

（令和７年度） 
出前講座派遣回数 
及び参加者数 

出前講座派遣回数 
出前講座参加者数 

45 回 
1,245 ⼈ 

50 回 
1,370 ⼈ 

図書年間貸出冊数 図書年間貸出冊数 195,045 冊 204,800 冊 

カルチャー教室等
開催数

カルチャー教室等開催数 2 教室 8 教室 

（４）⽬標実現に向けた施策及び主要事業
施 策 コミュニティ・スクールの推進 事業年度 

主要事業 
家庭・地域の教育⼒の向上 令和３~７年度 
学校との連携・協働の推進 令和３~７年度 

施 策 ⼼あったかイートころ運動の推進 事業年度 
主要事業 豊かな⼼を育む教育の推進 令和３~７年度 

施 策 市⺠主体による⽣涯学習の推進 事業年度 

主要事業 
市⺠の⾃主性を重視した学習活動の展開 令和３~７年度 
読書を通した学習や知識の涵養 令和３~７年度 

政策２ 地域と⼀体となった豊かな⼼の育成と⽣涯学習の推進 
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（まちづくりの方向性３） 次代を担う人材を育む学びと文化・スポーツのまち 

政策３ ⽂化の継承と創造 

（１）政策のねらいと概要
⽂化の継承と創造を図り、歴史や⽂化などの学びを通じて、⼼豊かなまちづくりをめざし

ます。その取組として、⽂化振興活動の充実、⽂化財の保護と活⽤、地域の⽂化・伝統の
継承を進めます。 

（２）前期基本計画の主な成果
事項 主な成果 

⽂化財の保護と活⽤に
関する市⺠満⾜度 

42.4%（H27 年度）、48.4%（H28 年度）、45.1%（H29 年度）、 
44.7%（H30 年度） 

奥松島縄⽂村歴史資料
館の利⽤者数 

11,719 ⼈（H27 年度）、10,829 ⼈（H28 年度）、9,676 ⼈（H29
年度）、10,157 ⼈（H30 年度）、10,820 ⼈（R 元年度） 

（３）後期基本計画の⽬標（まちづくり指標）
指標名 
（出典） 指標の内容 現況値 ⽬標 

（令和７年度） 
⽂化財関連セミナー、 
企画展参加者数 

⽂化財関連セミナー、企画
展参加者数 

784 ⼈ 985 ⼈ 

奥松島縄⽂村歴史資料
館来館者数 

奥松島縄⽂村歴史資料館
の年間来館者数 

10,820 ⼈ 13,500 ⼈ 

市内有形・無形⽂化財数 
市内の有形及び無形⽂化
財の数 

37 ⽂化財 37 ⽂化財 

（４）⽬標実現に向けた施策及び主要事業
施 策 ⽂化振興活動の充実 事業年度 

主要事業 ⽂化団体との連携による⽂化活動の展開 令和３~７年度 

施 策 ⽂化財の保護と活⽤ 事業年度 

主要事業 
⽂化財の適切な保護及び活⽤の促進 令和３~７年度 
⽂化財への理解啓発と観光連携 令和３~７年度 

施 策 地域の⽂化・伝統の継承 事業年度 

主要事業 
地域の歴史や伝統⽂化の掘り起こしと継承活動の 
推進 

令和３~７年度 

地域の伝統⽂化を継承する取組への⽀援 令和３~７年度 

44

施 策 ⽣涯学習施設の整備・充実 事業年度 

主要事業 
コミュニティセンターの整備・充実 令和３~７年度 
図書館の整備・充実 令和３~７年度 

施 策 国際理解の推進 事業年度 

主要事業 

海外との交流推進 令和３~７年度 
多⽂化共⽣意識の醸成 令和３~７年度 
多⾔語対応の推進 令和３~７年度 
学校における国際化の推進 令和３~７年度 

43
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（２）⽮本⻄地域

地域の現状 
○⽮本⻄地域は、東松島市の中⼼部に位置し、JR 仙⽯線⽮本駅及び⿅妻駅、三陸縦貫⾃動⾞道

⽮本 IC が⽴地するほか、国道 45 号及び県道⽮本河南線並びに県道⼤塩⼩野停⾞場線の幹線道
路が縦横する交通の利便性に優れた地域です。

〇市道新沼 54 号線の新たな整備により利便性が向上しています。 
○⻄部には農地が広がる⼀⽅、JR 仙⽯線⽮本駅周辺には、⼤規模⼩売施設も⽴地する市街地が

広がるなど、住宅地、商業地が混在する地域です。
○また、市⺠に愛される桜の名所滝⼭公園があるほか、南部には、ブルーインパルスが所属する

航空⾃衛隊松島基地があります。
〇地域には、⼩学校・中学校のほか、私⽴の２保育園及び１幼稚園があるとともに、⼩学校校地

内に放課後児童クラブを新設し、安⼼して⼦育てできる基盤が整っています。 
○また⻄部に集団移転先団地「⼆反⾛地区」を整備したほか、⼩松南地区・沢⽥前地区に災害公

営住宅を整備しています。
〇⾬⽔排⽔ポンプ場整備により市街地の⾬⽔排⽔機能強化を図りました。 

地域の課題 
○JR 仙⽯線⽮本駅や⽮本 IC などの交通環境を⽣かし、⼤規模商業施設などの都市機能の集積に

よるまちづくりが必要です。
○滝⼭公園や航空⾃衛隊松島基地等を⽣かしたまちづくりが必要です。
○集団移転先団地、災害公営住宅を含め、地域コミュニティのさらなる活性化が必要です。
○農業については、⾼齢化、後継者不⾜などへの対応が必要です。
〇航空⾃衛隊松島基地が近いことから航空機の騒⾳対策が必要です。

めざす地域の姿 
○魅⼒のある機能が集積し、多様な賑わいが⽣まれる地域
○歴史・⽂化を⼤切にしながら多世代交流が⽣まれる地域
○農業を通じた魅⼒と活⼒のあふれる地域

地域づくりの⽅針 
○⾼い交通利便性のもと、地域資源を⽣かしながら、多くの⼈が集まる交流や特産品等の情報発

信・PR の場として、中⼼市街地の活性化を進めます。
○伝統芸能の伝承活動や新設した市⺠センターを核とした地域の交流の場づくりを通じて、多

世代が⽀え合う地域コミュニティの強化を図ります。
○農業を⽀える担い⼿の確保・育成と付加価値の⾼い農産物の⽣産・販売に取り組みます。
○⽮本駅の利便性向上と避難路確保による防災機能強化等のため、⽮本駅南北通路の整備を進

めます。
○三陸縦貫⾃動⾞道⽮本パーキングエリア隣接地に「道の駅」を設置し、産業と観光の振興及び

防災機能充実を図ります。
○定住促進に向け、住宅地の拡⼤を図ります。

57

（４）⾚井地域

地域の現状 
○⾚井地域は、東松島市の北東部に位置し、東は⽯巻市に隣接し、地域内には定川、⾚井堀が流

れています。
○東⻄に国道 45 号及び県道⽯巻⿅島台⾊⿇線、三陸縦貫⾃動⾞道が⾛り、⽯巻港 IC を有して

いるほか、JR 仙⽯線陸前⾚井駅も⽴地し、交通の利便性が⾼い地域です。
○北部を中⼼に⽥園地帯が広がり、ネギ、トウモロコシ、イチゴなどの野菜の優良産地を形成す

るとともに、⽯巻⻘果花き地⽅卸売市場があります。⼀⽅、南部では、昭和 50 年代から宅地
整備が進み、国道沿道を中⼼に、商業・サービス業が⽴地しています。

○⽯巻⻄⾼等学校、⽯巻運転免許センターなど、⽂教・公共施設が⽴地し、⾚井遺跡などの地
域資源があります。

○２公⽴保育所・２⼩学校・中学校のほか、私⽴の保育園及び幼稚園があるとともに、⼩学校
校庭に放課後児童クラブが設置され、安⼼して⼦育てできる基盤が整っています。

○東⽇本⼤震災では、津波により定川が越流し浸⽔被害に⾒舞われたため、定川の河川堤防の整
備・機能強化が⾏われるとともに、市街地の⾬⽔排⽔施設の機能強化を図りました。

〇震災後、柳の⽬東・⻄地区に災害公営住宅を新築するとともに、地域の東側隣接地には宮城県
⽯巻合同庁舎が移転新築されました。 

地域の課題 
○⼈⼝減少や少⼦⾼齢化が進む中、充実したコミュニティを⽣かして、地域活⼒を⽣み出し続け

ることのできるまちづくりが必要です。
○交通安全対策や避難路を確保するための安全な道路環境の整備が必要です。
○地域の基幹産業である農業の活性化を図るため、従事者の確保や販路拡⼤への対応が必要で

す。

めざす地域の姿 
○東松島市の東の⽞関⼝にふさわしい活気あふれる地域
○⼦育てしやすく、⾼齢者が元気でいられる地域
○安全・安⼼で暮らしやすい住環境がある地域
○農業を通じた賑わいのある地域

地域づくりの⽅針 
○若者の定住の促進に向け、⼦どもを安⼼して育てられる環境づくりを推進します。
○地域コミュニティを⽣かし、⾼齢者が元気で⽣き⽣きと暮らせる環境づくりを進めます。
○地域の代表的な産業として、農業を⽀える担い⼿の確保・育成や体制づくりを進めるとともに、

付加価値の⾼い農産物の⽣産・販売に取り組みます。
○⾚井地域と市内各地及び⽯巻市を結ぶ安全で便利な道路環境の整備を促進します。
○柳の⽬地区の⼟地開発を推進し、企業誘致を進めます。
○住宅地を含む市街化区域の拡⼤を図ります。
○⾚井遺跡の国史跡指定をめざします。
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（14）⽂化振興推進プロジェクト

ア プロジェクトの⽬的
① 芸術⽂化に携わる個⼈・団体増加
② 安全・安⼼な施設整備
③ 芸術⽂化団体への⽀援拡充

イ プロジェクトの概要
① 芸術⽂化団体・個⼈への⽀援強化
② 施設及び備品の定期点検及び迅速な修繕対応
③ 芸術⽂化団体・指定管理者との情報共有

ウ プロジェクトを構成する主な取組
主な取組 取組年度 取組主体・関係主体 

社会教育の推進 令和３〜７年度 市 

コミュニティセンター⼤規模改修 令和２〜３年度 市 

コミュニティセンターの管理運営推進 令和３〜７年度 市、関係団体・事業者等 

図書館の充実・整備 令和３〜７年度 市 
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（15）⽂化財普及・啓発・活⽤推進プロジェクト

ア プロジェクトの⽬的
① ⽂化財への興味・理解⼈⼝増加
② ⽂化財関連施設の整備推進
③ ⽂化財イベントの誘致

イ プロジェクトの概要
① 市内遺跡の保存と活⽤の推進
② 奥松島縄⽂村を核とした観光資源としての⽂化財の活⽤
③ 施設及び備品の定期点検及び迅速な修繕対応
④ ⽂化財講演会・体験イベント等の実施

ウ プロジェクトを構成する主な取組
主な取組 取組年度 取組主体・関係主体 

⽂化財の保護活⽤ 
（国史跡の⾥浜⾙塚や⾚井官衙遺跡群、 

近代⼟⽊遺産の野蒜築港跡や北上・ 
東名運河等の保存と活⽤） 

令和３〜７年度 市、国、宮城県等 

市内遺跡発掘調査推進 令和３〜７年度 市、国、宮城県等 

奥松島縄⽂村管理運営推進 令和３〜７年度 市 

⽂化財講演会・イベント等の実施 
（縄⽂サミットの誘致等） 

令和３〜７年度 市、国、宮城県等 

79
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① 東松島市第２次総合計画 後期基本計画（抜粋／ P92） ② 東松島市国土利用計画―第 2 次―（抜粋／ P2）

参
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資
料
　
3
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連
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策
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抜
粋
）
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考
資
料
　
3
関
連
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政
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策
（
抜
粋
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指標の内容
生涯学習の活動が進んでいると感じる市民の割合
※市民アンケート調査

35.9% H27 39.6% H30

スポーツを楽しむ環境に関する市民の満足度
※市民アンケート調査

39.5% H27 48.4% H30

芸術、文化に関心を持ち、親しむ市民の割合
※市民アンケート調査

39.8% H27 40.8% H30

文化財や民族芸能などの保護・伝承に関する市民の満足度
※市民アンケート調査

42.4% H27 44.7% H30

奥松島縄文村歴史資料館の利用者数
※担当課調べ

9,300人 H26 10,820人 R1

国際交流や地域間交流の振興が進んでいると感じる市民の割合
※市民アンケート調査

30.5% H27 33.9% H30

男女の性別による格差がない、平等な社会づくりが進んでいると感じる
市民の割合
※市民アンケート調査

33.6% H27 34.3% H30

各種審議会の委員における女性委員を登用する割合
※庁内調査

29.1% H26 24.6% R1

都市計画や街並みに関する市民の満足度
※市民アンケート調査

39.1% H27 39.2% H30

住宅地の排水対策に関する市民の満足度
※市民アンケート調査

50.8% H27 51.2% H30

公園等の地域まちづくり交付金で交付している施設率
※担当課集計

64.6% H26 54.4% R1

下水道や合併処理浄化槽などの整備率
※担当課集計

68.2% H26 78.4% R1

航空機の騒音対策事業が適正に行われていると感じる市民の割合
※市民アンケート調査

31.4% H27 24.7% H30

公共交通網に関する市民の満足度
※市民アンケート調査

42.2% H27 30.0% H30

安全で利用しやすい生活道路に関する市民の満足度
※市民アンケート調査

43.8% H27 46.3% H30

市道が改良されている割合
※道路現況調査

67.7% H25 72.2% R1

市内の農業総生産額
※宮城県市町村民経済計算

34億円 H25 43億円 H30

市内の水産業総生産額
※宮城県市町村民経済計算

13億円 H25 35億円 H30

市内を訪れた観光客の数（震災後の観光交流の回復状況の把握）
※観光基本調査

約25万人 H25 約102万人 R1

市内観光施設への来訪経験が2回目以上の観光客の割合
※観光基本調査

57.0% H26 67.2% R1

魅力とにぎわいのある商業空間が形成されていると感じる市民の割合
※市民アンケート調査

38.5% H27 17.6% H30

企業誘致や就業情報の提供など雇用対策が進んでいると感じる市民の
割合
※市民アンケート調査

18.0% H27 18.2% H30

市民の参画や行政と地域の相互理解によるまちづくりが進んでいると感
じる市民の割合
※市民アンケート調査

36.7% H27 37.6% H30

直接的にまちづくりに携わるNPO法人の数
※県認証NPO法人

9法人 H26 11法人 R1

市の情報公開や広報、公聴に満足している市民の割合
※市民アンケート調査

34.6% H27 32.0% H30

市役所の窓口サービスの利便性や安全性が確保されていると感じる市
民の割合
※市民アンケート調査

52.1% H27 47.3% H30

健全な行財政運営が進められていると感じる市民の割合
※市民アンケート調査

37.1% H27 35.1% H30

財政構造の弾力性を示す数値
※市決算

87.2% H25 90.3% R1

防衛施設周辺の財産の活用を図る土地を示す数値
※担当課集計

2,000㎡ H27 約56,000㎡ R1

信

働

修

住

分野 策定時数値 直近数値

92

2

 30km 
 101.86k 

 11.8  1,174mm  14.7m/sec 

45

45

27 5

1

45

23 3 11 65%
1,000 19

20
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② 東松島市国土利用計画―第 2 次―（抜粋／ P3） ② 東松島市国土利用計画―第 2 次―（抜粋／ P4）
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3

 

 

 

 

4

45

 (注：本史跡は所在しないが、内容的に関連するゾーン）
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② 東松島市国土利用計画―第 2 次―（抜粋／ P5） ② 東松島市国土利用計画―第 2 次―（抜粋／ P10）
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5

 (注：本史跡は所在するが、記述が無いゾーン）

10

 

1 3

1
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② 東松島市国土利用計画―第 2 次―（抜粋／ P11） ② 東松島市国土利用計画―第 2 次―（抜粋／ P12）
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11

45
 45 

 45 

(注：本史跡／矢本横穴が所在するが、記述が無い）

12

45 
 45 

45 

 45 

跡
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② 東松島市国土利用計画―第 2 次―（抜粋／ P13） ② 東松島市国土利用計画―第 2 次―（抜粋／ P14）
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45

45

14
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② 東松島市国土利用計画―第 2 次―（抜粋／ P15） ② 東松島市国土利用計画―第 2 次―（抜粋／付図 1）
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② 東松島市国土利用計画―第 2 次―（抜粋／付図 2） ④ 東松島市都市計画マスタープラン（抜粋／ P1）
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1 

序章 はじめに 
１ 東松島市都市計画マスタープランの概要 
（（１１））計計画画のの背背景景・・目目的的

①①東東松松島島市市都都市市計計画画ママススタターーププラランン見見直直ししのの背背景景・・目目的的

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 に定める「市町村の都市計画に

関する基本的な方針」を明らかにするために策定する計画です。本市では、平成 22
（2010）年 5 月に『東松島市都市計画マスタープラン』を策定し、新市として一体的

な都市づくりを開始しました。しかしながら、平成 23（2011）年 3 月 11 日に発生した

東日本大震災の大津波により、多くの人命や住居、そして都市基盤等を失う甚大な被害

を受けました。本市では、このような状況からの一日も早い復旧・復興に取り組み、集

団移転団地整備や多重防御形成等の復興まちづくりを進めてきました。 
この度、これら東日本大震災に伴う復興による都市の形態変更に加えて、少子高齢化

等の社会情勢変化への対応及び本市の東松島市第２次総合計画、東松島市国土利用計画

（第２次）、東松島市人口ビジョン・第２期総合戦略等の上位計画が見直し並びに策定さ

れたことから、これら上位計画に整合するため、本都市計画マスタープランを見直し、

本市にふさわしい新たな時代の都市づくりを目指します。なお、今回の「東松島市都市

計画マスタープランの見直し」については、集団移転先等の選定や移転元地活用に際

し、本都市計画マスタープランに即した事業推進に努めたことや上位計画との整合につ

いても時点修正としての調整であるほか、東松島市第２次総合計画に整合した地域別構

想を新たに記載したことを踏まえ「東松島市都市計画マスタープランの改訂」としま

す。 
主な上位計画の策定及び本都市計画マスタープラン改訂の経緯は次のとおりです。 

年 月 内 容 

平成 22 年 5 月 東松島市都市計画マスタープラン（初版）策定 
(平成 23 年 3 月 11 日) （東日本大震災発災） 
平成 23 年 12 月 東松島市復興まちづくり計画策定 
平成 27 年 12 月 東松島市第２次総合計画策定 
平成 27 年 12 月 東松島市人口ビジョン・第１期総合戦略策定 
平成 28 年 3 月 東松島市国土利用計画（第２次）策定 
平成 30 年 7 月 東松島市都市計画マスタープランの見直し作業着手 
平成 30 年 8 月 東松島市ＳＤＧｓ未来都市計画策定 
令和 2 年 1 月・2 月 東松島市都市計画マスタープラン改訂の市民、市都市計画審議会へ

の意見聴取 
令和 2 年 3 月 東松島市都市計画マスタープラン改訂の宮城県協議 
令和 2 年 3 月 東松島市人口ビジョン・第２期総合戦略策定 
令和 2 年 6 月・7 月 東松島市都市計画マスタープラン改訂のパブリックコメント募集 
令和 2 年 8 月 東松島市都市計画マスタープラン改訂の市都市計画審議会への諮問 
令和 2 年 9 月 東松島市都市計画マスタープラン改訂の市議会への報告 
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④ 東松島市都市計画マスタープラン（抜粋／ P2） ④ 東松島市都市計画マスタープラン（抜粋／ P3）
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2 

②②計計画画のの位位置置付付けけ

『東松島市都市計画マスタープラン』は、本市の最上位計画として市政全般の経営指

針を示している「東松島市第２次総合計画」等との整合のもと、ここに定める都市計画

部門の総合的かつ具体的な事業、取組等を明らかにするものです。 

■ 東松島市都市計画マスタープランの位置付け

（（２２））計計画画のの内内容容とと構構成成

①①計計画画のの対対象象区区域域

本計画は、市街地（市街化区域）に重点を置きながら、東松島市全域（都市計画区域

全域）を対象区域とします。 

東東松松島島市市第第２２次次総総合合計計画画  

東東松松島島市市国国土土利利用用計計画画（（第第２２次次））  

東東松松島島市市人人口口ビビジジョョンン・・第第２２期期総総合合戦戦略略  

東松島市都市計画マスタープラン 
（都市計画法第18条の2） 

《参考：都市計画法第18条の2（市町村の都市計画に関する基本的な方針）》 

市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものと

する。 

・・分分野野別別計計画画･･事事業業
・・都都市市計計画画手手続続きき
・・市市民民活活動動へへのの支支援援  ななどど

部部
門門
別別
計計
画画
・・
事事
業業  

指針 

整合 

指針・根拠 

市市

民民

活活

動動

協働 

実践 

【 まちづくりの将来像 】 

人育み人輝く 東松島 

～心ひとつに ともに未来へ～ 

調整 

石石巻巻広広域域都都市市計計画画区区域域のの

整整備備、、開開発発及及びび保保全全のの方方針針  
東東松松島島市市  

ＳＳＤＤＧＧｓｓ未未来来都都市市計計画画  

反映 

3 

②②計計画画のの目目標標年年次次

本市が目指すべき長期的な方向を見据え、概ね 10 年後の令和 12（2030）年を中間

目標年次、概ね 20 年後の令和 22（2040）年を最終目標年次とします。 

■ 東松島市都市計画マスタープランの目標年次と計画の進行管理のイメージ

③③計計画画のの内内容容とと構構成成

本計画の主な内容は、「全体構想」、「分野別の都市づくりの方針」、「地域別構想※」及

び「今後の都市づくりの推進方策」から構成します。 

■ 東松島市都市計画マスタープランの構成

  

令
和 
2 
年

基準年次   

令
和
22
年

最終年次   

令
和
12
年

中間年次 計画・事業の進行・進捗 

管理・点検・評価・検討 

 令和7年の東松島市
第３次総合計画策定
に応じ見直します。 

計画・事業の進行・進捗 

管理・点検・評価・検討 

 必要に応じ計画 
を見直します。 

※今回の改訂では、これまでの市民協働によるまちづくりの成果を受け、東松島市第２次総合計画に

「地域別まちづくり構想」を明記したことから、本計画にも新たに「地域別構想」を追記しています。 

コンパクトなまちづくりのメリットを

生かした今後の取組 
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④ 東松島市都市計画マスタープラン（抜粋／ P9） ④ 東松島市都市計画マスタープラン（抜粋／ P30）
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9 

第２章 全体構想 
１ 都市づくりの基本理念 
以下のとおり都市づくりの方針を踏まえて、本市における新たな都市づくりの基本理

念を次のとおり掲げます。 

■ 都市づくりの基本理念の構成

➊➊住住宅宅地地のの暮暮ららししややすすささのの向向上上
（挑戦する課題①に対応）

➋➋機機能能集集約約型型都都市市構構造造のの形形成成
（挑戦する課題②に対応）

➌➌安安全全でで安安心心なな防防災災都都市市づづくくりり
（挑戦する課題③に対応）

➍➍都都市市構構造造のの変変化化にに対対応応ししたた道道路路ネネッットト

ワワーーククのの見見直直しし
（挑戦する課題③に対応） 

➎➎津津波波防防災災区区域域のの再再生生にに資資すするる移移転転元元地地

のの有有効効活活用用のの推推進進
（挑戦する課題④に対応）

➏➏地地域域資資源源をを活活かかししたた観観光光・・交交流流のの促促進進
（挑戦する課題④に対応）

➐➐市市民民協協働働にによよるる都都市市運運営営のの推推進進
（挑戦する課題⑤に対応）

（（１１））安安全全でで安安心心なな

快快適適にに暮暮ららせせるる  

（（健健幸幸））都都市市づづくくりり  

（（２２））地地域域をを

主主体体ととすするる  

（（協協働働））都都市市づづくくりり  

（（３３））産産業業振振興興にによよるる

活活力力ああるる  

（（飛飛躍躍））都都市市づづくくりり  

（（４４））機機能能的的でで

持持続続可可能能なな  

（（未未来来））都都市市づづくくりり  

都都市市づづくくりりのの方方針針 都都市市づづくくりりのの基基本本理理念念 

30 

（（３３））都都市市防防災災機機能能ととししててのの視視点点

（（４４））景景観観構構成成機機能能ととししててのの視視点点

市街地や集落内において、災害時の避難機能の維持・拡充を図ります。

災害防止機能を有する緑地として、防潮・防風効果を有する海辺の保安林や遊水効果を有する市

街地周辺の農地について、継続した保全を図ります。

また、復興事業で取り組んだ多重防御施設としての防災盛土の維持、活用について、周辺の水辺

等の自然景観に調和した取り組みを推進するとともに、企業誘致を目指した新たな産業地の開発

に際しては、その周囲に緩衝緑地を配置・整備するなど、周辺環境の維持・保全に努めます。

○○ 市市街街地地やや集集落落内内ににおおけけるるオオーーププンンススペペーーススのの確確保保

日本三景の特別名勝松島をはじめ、里浜貝塚周辺や矢本横穴墓群、赤井遺跡、東名・北上運河、

宮城県指定天然記念物である新山神社の姥杉、月観の松などについては、本市の歴史的並びに個

性ある緑の景観として、その保全・活用に努めます。

丘陵部の森林や田園地帯の農地・屋敷林は、ふるさと景観を構成する緑地として保全するととも

に、今後の持続あるまちづくりに向けて、観光交流人口の拡大への活用も模索する等の総合的な

施策展開に努めます。

○○ 特特別別名名勝勝松松島島ををははじじめめ個個性性ああるる緑緑のの景景観観のの保保全全・・活活用用

▲奥松島をめぐる嵯峨渓遊覧

▼桜の名所滝山公園
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40 

（（２２））矢矢本本西西地地域域

①①東東松松島島市市第第２２次次総総合合計計画画にに掲掲げげるる地地域域別別ままちちづづくくりり構構想想

＜地域の現状＞ 

○矢本西地域は、東松島市の中心部に位置し、JR 仙石線矢本駅、三陸縦貫自動車道矢本 IC が

立地するほか、国道 45 号などの幹線道路が縦横する交通利便性に優れた地域です。

○西部には農地が広がる一方、JR 仙石線矢本駅周辺には、住宅が立ち並び、大規模小売施設も

立地する市街地が広がるなど、住宅地、商業地、農業用地が混在する地域です。

○西部には、地域に愛される桜の名所である滝山公園があるほか、南部には、ブルーインパル

スが所属する航空自衛隊松島基地があります。

○沿岸に近い地区では、東日本大震災による津波により著しい被害を受けたため、集団移転先

となる「二反走地区」の整備が行われました。

＜地域の課題＞ 

○JR 仙石線矢本駅、矢本 IC など優れた交通環境があり、大規模商業施設などの都市機能が集

積している地域の特徴を活かしたまちづくりが必要です。

○滝山公園や航空自衛隊松島基地等の地域資源を活かしたまちづくりが必要です。

○「二反走地区」を含め、地域コミュニティのさらなる活性化に取り組むことが必要です。

○従事者の減少や高齢化、後継者不足などに対応し、地域産業である農業の活性化が必要で

す。

○津波による著しい被害を受けた地区では、農地復興を含めた復興と、さらなる防災力の強化

が必要です。

＜目指すまちの姿＞ 

○地域内外の人たちにとって、魅力のある機能が集積し、多様な賑わいが生まれるまち

○地域内にある歴史・文化を大切にしながら、多世代交流が生まれるまち

○農業を通じた魅力と活力のあふれるまち

＜まちづくりの方針＞ 

○高い交通利便性のもと、地域資源を活かしながら、広域から多くの人が集まる交流や、特

産品等の情報発信・PR の場として、中心市街地の活性化を進めます。

○伝統芸能の伝承活動や、市民センター新設などによる地域の交流の場づくりを通じて、多

世代が支え合う地域コミュニティの強化を図ります。

○地域の身近な産業として、広く地域住民の協力や参加のもとで、農業の振興に取り組みま

す。

○農地復興を含めた沿岸地区の再建の早期実現を図るとともに、さらなる防災力の強化を図

ります。

(注：本史跡／矢本横穴は所在するが、記述が無い）

31 

■ 主要な公園緑地の保全・整備の方針図
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②②東東松松島島市市都都市市計計画画ママススタターーププラランンににおおけけるる取取組組

■ 矢本西地域 地域別構想図

交通起点やショッピングセンターが立地する機能的な市街地の形成

ＪＲ仙石線矢本駅や三陸縦貫自動車道インターチェンジ等の交通起点やショッピングセンターの

立地を活かした機能的な市街地の形成を促進します。また、矢本Ｐ.Ａ.の隣接地への道の駅立地

を検討していきます。

豊かな自然と機能的な市街地が調和した地域環境

住環境が整った住宅地、民間開発により整備されたショッピングセンター、介護医療施設が立地す

る利便性の高い市街地と農地、丘陵部という豊かな自然が調和した地域環境の保全を図ります。

地域内２箇所の地区公園の活用による賑わいの創出

豊かな自然環境を活かした地区公園である山崎公園と滝山公園の適切な維持管理と機能拡充に努

めることで地域活性化や賑わいの創出を図ります。

○○ 矢矢本本駅駅、、矢矢本本Ｉ.Ｃ.及及びび商商業業施施設設等等とと自自然然がが調調和和ししたた機機能能的的ななままちちづづくくりり

44 

（（４４））赤赤井井地地域域

①①東東松松島島市市第第２２次次総総合合計計画画にに掲掲げげるる地地域域別別ままちちづづくくりり構構想想

＜地域の現状＞ 

○赤井地域は、東松島市の北東部に位置し、東は石巻市に隣接し、地域内には定川、赤井堀が

流れています。

○東西に国道 45 号、三陸縦貫自動車道が走り、JR 仙石線陸前赤井駅も立地していることか

ら、交通利便性が高い地域です。

○北部を中心に田園地帯が広がり、ねぎ、とうもろこしなどの野菜の優良産地となっていま

す。一方、南部では、昭和 50 年代から宅地化が進み、国道沿道を中心に、商業・サービス業

が立地しています。

○地域内には、県立石巻西高校、石巻運転免許センターなど、文教・公共施設が立地し、赤井

遺跡などの地域資源があります。

○東日本大震災における津波により、定川が越流し、浸水被害に見舞われたため、定川の河川

堤防の整備・機能強化への取組が進められています。

＜地域の課題＞ 

○人口減少、高齢化が進む中、充実したコミュニティを活かして、地域活力を生み出し続ける

ことのできるまちづくりが必要です。

○石巻市に隣接する地域としての特性を踏まえたまちづくりが必要です。

○従事者の減少や高齢化、後継者不足などに対応し地域産業である農業の活性化が必要です。

○交通安全対策や避難路を確保するための安全な道路環境の整備を図ることが必要です。

○災害に対応すべく、定川の河川堤防の整備・機能強化、市街地の排水機能の充実を図ってい

くことが必要です。

＜目指すまちの姿＞ 
○東松島市の東の玄関口にふさわしい活気あふれるまち

○子育てしやすく、高齢者が元気でいられるまち

○安全・安心で暮らしやすい住環境があるまち

○農業を通じた賑わいのあるまち

＜まちづくりの方針＞ 

○若者の定住の促進に向け、子どもを安心して育てられる環境づくりを推進します。

○地域コミュニティを活かし、高齢者が元気で活き活きと暮らせる環境づくりを進めます。

○地域の代表的な産業として、農業を支える担い手の確保・育成や体制づくりを進めるととも

に、付加価値の高い農産物の生産・販売に取り組みます。

○定川の河川堤防の整備・機能強化、市街地の排水機能の充実を図るとともに、市内の各地を

はじめ、石巻市とを結ぶ、安全で便利な道路環境の整備を促進します。

(注：本史跡／赤井官衙遺跡は所在するが、記述が無い）
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②②東東松松島島市市都都市市計計画画ママススタターーププラランンににおおけけるる取取組組

■ 赤井地域 地域別構想図

一般住宅地としての居住環境水準の維持・向上

ＪＲ仙石線や国道４５号沿線に形成されてきた住宅市街地の介護・福祉、医療が充実した居住環

境の維持に努めるとともに、強い地域結束力が特徴の地域コミュニティ活動の維持・向上を図り

ます。

石巻地方拠点都市計画地区の開発ポテンシャルを活かした土地利用の検討

石巻地方拠点都市計画に位置付けされ、開発が予定されている柳の目地区について、その実現性

を見定めつつ市街化区域への編入手続きを行います。

既存市街地と規模集落を連携する地域拠点づくりの推進

既存市街地と農村集落を結ぶ接点に位置する地区について、民間による地域拠点づくりの整備が

計画されており、その実現性を見定めつつ市街化区域への編入を検討します。

地域北側に広がる集団的農地の維持・保全

地域北側の農村集落の北部に広がる優良農地は将来ともその環境を維持・保全します。

○○ 東東のの玄玄関関口口ににふふささわわししいい活活気気ああふふれれるる結結束束力力をを活活かかししたたままちちづづくくりり

52 

（（８８））宮宮戸戸地地域域

①①東東松松島島市市第第２２次次総総合合計計画画にに掲掲げげるる地地域域別別ままちちづづくくりり構構想想

＜地域の現状＞ 

○宮戸地域は、東松島市の南西部に位置し、周囲を松島湾に囲まれた、風光明媚な景観のあ

る漁業の盛んな地域です。

○地域の大部分を占める丘陵地帯と農地の合間を、県道奥松島松島公園線が縦横断し、沿岸

部には 4 つの集落が形成されています。

○日本最大級の規模を誇り、古くから多数の縄文人骨や漁具、多彩な骨角器が出土すること

でも知られる里浜貝塚や、歴史を学ぶことのできる奥松島縄文村歴史資料館があるほか、

国の重要無形民俗文化財で、一年の豊作や無病息災を祈願する地域の伝統行事「月浜えん

ずのわり」など、文化・観光資源が豊かです。

○震災による津波被害により、低地部では里浜地区を除きほぼ壊滅しており、比較的被害の

少なかった里浜地区においても、漁港部の地盤沈下に伴う浸水被害がありました。そのた

め、移転先地となる丘陵部が整備されています。

＜地域の課題＞ 

○地域で盛んな漁業は、地域さらには本市の活力を生み出す基幹産業として活性化を図る必要

があります。

○地域の活気を生み出すよう、豊かな歴史資源や自然環境を活かした交流の促進が必要です。

○地域内外への移動がしやすい環境を形成していくことが必要です。

○移転地での生活再建を促進するとともに、漁業の復興を進めていくことが必要です。

＜目指すまちの姿＞ 

○地域の歴史・観光資源を活用して多様なふれあいが生まれるまち

○風光明媚な景観が維持されたまち

○漁業が盛んなにぎわいのあるまち

○利便性と良好な住環境が形成されたまち

＜まちづくりの方針＞ 

○地域さらには本市の基幹産業として、漁業を支える担い手の確保・育成や体制づくりを進

めます。

○地域の歴史資源や風光明媚な自然を、多くの人々に楽しんでもらえる機会・場づくりを進

めるとともに、広く情報発信・PR を進めます。

○定住促進を図るために、野蒜駅をはじめ市内各地への往来がしやすくなるよう、交通利便

性の強化を図ります。

○移転地での生活再建や漁業の復興の実現を目指します。
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②②東東松松島島市市都都市市計計画画ママススタターーププラランンににおおけけるる取取組組  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 宮戸地域 地域別構想図 
 
 
 
  

 

 

特別名勝松島をはじめ個性ある緑の景観の保全・活用 

 我が国を代表する観光資源の日本三景のひとつ、特別名勝松島の景観の維持・活用を図り、ふれ

あいや賑わいにあふれた地域づくりを推進します。 

宮城オルレに係る環境整備など、国際観光・交流拠点としての整備・活用 

 地域の歴史資源や風光明媚な自然を多くの人々が楽しむことができるよう、宮城オルレ奥松島コ

ースや奥松島船舶離発着施設の整備、宮城県松島自然の家や観光・交流施設あおみな、大浜湿地

の活用などを進めます。 

生業や生活環境の維持及び観光・交流の促進に向けた地域公共交通ネットワークの確保 

  暮らしやすさと一層の観光・交流の促進を目指し、ＪＲ仙石線野蒜駅をはじめ市内各地への往来が

しやすくなるよう、交通ネットワークの確保に努めます。 

○○  豊豊かかなな歴歴史史資資源源やや自自然然環環境境等等のの魅魅力力をを活活かかししたたままちちづづくくりり  

1 

第 1 章 計画の基本事項 

1 計画策定の趣旨

◇計画策定の考え方

東松島市（以下、「本市」という。）は、令和 2年度に東松島市第 2次総合計画後期

基本計画を策定し、令和 3 年度～令和 7 年度のまちづくりの将来像を「住み続けられ 

持続・発展する 東松島市」とし、地方創生のトップランナーを目指すこととしていま

す。 

このことを受けて、市教育委員会は、本市の新しい将来像を実現するため、次代を担

う人材を育む学びと文化・スポーツのまちを掲げ、子どもたちが伸びやかに育つコミュ

ニティ・スクールをはじめ、魅力ある学校づくり、市民主体による生涯学習等の推進、

教育、スポーツ関連施設等の整備・充実、伝統・文化財等の継承、保護、活用等が図ら

れるまちを目指し、「東松島市教育振興基本計画」（以下「本計画」という。）を策定す

るものです。 

2 計画の位置付け、性格 

≪計画の位置付け≫ 

本計画は、教育基本法第 17 条第 2 項に基づき市町村が策定する「市町村教育振興基

本計画」にあたります。 

本市においては、「東松島市第 2次総合計画」に基づく個別計画のひとつであり、本

計画は教育行政のマスタープランとして位置付けられます。 

本計画の策定及び推進にあたっては、「東松島市人口ビジョン・第 2期総合戦略」や

「ＳＤＧｓ未来都市の理念」をはじめ、本市の各分野の個別計画及び事業との連動を図

ります。また、教育基本法をはじめ、関連法令、国の学習指導要領（注1）及び「第 3期

教育振興基本計画」、宮城県の「第 2 期宮城県教育振興基本計画」（平成 28 年度策定）

などの内容を十分に踏まえるものです。 

≪計画の性格≫ 

本計画は、市民（子ども、保護者を含む）、学校関係者のみならず、企業、関係団体

などに対して本市の目指す教育目標や具体的な取り組みを明らかにすることにより、

目標達成への理解と協力、教育活動への積極的な参画を期待するものです。 

なお、令和 2 年度に本市が策定した「東松島市第 2 次総合計画後期基本計画」に基づ

き策定された「教育等の振興に関する施策の大綱」及び市教育委員会が策定する「東松

島市教育基本方針」は本計画に統合しています。 

1 平成 28 年度に中央教育審議会の答申を受け、幼稚園は平成 30（2018）年度から、小学校

は令和 2（2020）年度から、中学は令和 3（2021）年度から全面実施予定（文部科学省ホー

ムページ参照）
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5 

◇教育等の振興に関する施策の大綱

基本方針 次代を担う人材を育む学びと文化・スポーツのまち 

基本目標 

(1)子どもたちの可能性を広げ伸ばす学力の向上

(2)地域と㇐体となった豊かな心の育成と生涯学習の推進

(3)文化の継承と創造

(4)全世代にわたるスポーツの振興

◇東松島市教育基本方針

教育基本方針 ふるさと東松島を愛し、新たな時代を志高く拓く、心豊かな人づくり 

重点目標 

1 次世代を担う人材を育成する環境 

（1）子どもたちの可能性を広げ伸ばす学校教育の充実

（2）地域ぐるみで子どもたちを育てる体制づくり

2 誰もがいきいきと学習し、活動できる環境 

(1)生涯を通じて自主的に学習できる環境づくり

(2)市民の芸術・文化活動の振興

(3)貴重な文化財・歴史遺産の保存と継承

(4)全ての世代が健康的に楽しめるスポーツの振興

（4）本市のまちづくりにおける教育の役割

◇東松島市第 2次総合計画

「東松島市第 2次総合計画後期基本計画」は、5つのまちづくりの方向性に区分され

ています。 

本計画は、総合計画の「まちづくりの方向性 3」の個別計画であり、まちづくりの礎

となる「人材育成」と「人の活動をつなげる」役割を担っています。 

＜本計画が関連する東松島市第 2次総合計画後期基本計画の「まちづくりの方向性」＞ 

「まちづくりの方向性 3」次代を担う人材を育む学びと文化・スポーツのまち

項 目 （1）子どもたちの可能性を広げ伸ばす学力の向上

項 目 （2）地域と一体となった豊かな心の育成と生涯学習の推進

項 目 （3）文化の継承と創造

項 目 （4）全世代にわたるスポーツの振興

2 

＜本計画の位置付け＞ 

 

 

 

3 計画期間 

本計画の期間は、令和 3 年度を初年度とする 5 年間（令和 3（2021）～7（2025）年

度）とします。計画最終年度にあたる令和 7（2025）年度に次期計画を策定する予定で

す。 

なお、計画期間中、計画の進捗、法制度の大幅な改正及び社会動向を踏まえて、必要

な場合は見直すものとします。 

＜本計画と関連する主な計画の期間＞ 

平成

28 

年 

平成

29 

年 

平成

30 

年 

平成

31 

年 

令和

2 

年 

令和

3 

年 

令和

4 

年 

令和

5 

年 

令和

6 

年 

令和

7 

年 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

東
松
島
市

復興教育振興基本計画 

（平成 28～令和 2年度） 

教育振興基本計画 

（令和 3～7 年度） 

第 2次総合計画 

（平成 28～令和 7年度） 

人口ビジョン・総合戦略 

（令和 2～7 年度） 
 

国
第 3期教育振興基本計画 

（平成 30～令和 4年度） 

宮
城
県

第 2 期宮城県教育振興基本

計画（平成 29～令和 8年度） 

※点線は次期計画（予定）

＜教育分野＞ 

東松島市 

教育振興 

基本計画 

＜国＞ 

教育基本法 

関連法令、計画など 

東松島市第 2 次総合計画 

 人口ビジョン・総合戦略

 ＳＤＧｓ未来都市の理念

 分野別の計画・事業
＜宮城県＞ 

第 2 期宮城県教育

振興基本計画 

市民、学校関係者、企業、関係団体など 

個別計画 

整合 

協力 

参酌 

反映 

第 1期 第 2期 
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11 

（7）生涯学習活動（社会教育）の現状と今後の方向性

本市の生涯学習活動拠点として、コミュニティセンター、市民センター、図書館、学

習等供用施設等があり、市民一人一人が生涯学習を通じて知識や技能を習得し、仲間づ

くりや生きがいづくりを行い、心身ともに豊かな人生を自ら実現するため、元気なまち

づくりを進めています。 

こうした生涯学習の重要性を鑑み、本市では学習機会を通じた知識と技能の習得、リ

ーダーの養成と活用を目指し、事業を実施するとともに、生涯学習への市民の意欲を喚

起するため、生涯学習情報の提供、生涯学習カレンダーの全戸配布、子どもの読書活動

の推進を図っています。 

また、平成 26年から、ふるさとの再生、震災体験を風化させない、震災体験を将来

に活かす、震災の悲劇を繰り返さない、そして防災教育に役立てるために、震災関係資

料の収集、整理、記録、保存、活用などの事業（ＩＣＴ地域の絆保存プロジェクト）に

取り組んでいます。 

青少年の健全育成については、家庭教育「すこやか学級」の開催、ジュニアリーダー

の養成など、地域や関係団体と協力して、子育て家庭の教育力の向上と青少年の健全育

成を応援しています。 

今
後
の
方
向
性 

○ 生涯学習を地域の復興や活性化に活かすという視点を持ち、心身の健康増

進、就労に役立つスキル、子育てや介護に役立つ知識など、市民や地域の

シーズ（資源）とニーズ（要望）をマッチングさせる生涯学習の環境を充

実することが必要です。 

○ 社会教育事業を通じて地域リーダーの養成と活用を図ることが必要です。 

○ 青少年の健全育成に関しては、家庭が様々な状況にあることを踏まえ、家

庭でしっかりと子育てをするための適切な支援と、地域や関係団体と協力

して青少年の健全育成を継続的に行うことが必要です。

○ 全市的に展開するコミュニティ・スクールを通じて、地域の人材が生涯学

習の成果を活かし、能力を存分に発揮する機会となることが重要です。

○ 地域活動団体アンケートでは生涯学習への期待も大きく、これからの時代

に必要な学習を行う新しい学習プログラムの研究、より専門的な支援の充

実などが期待されています。

12 

（8）芸術・文化活動、文化財保全の現状と今後の方向性

（芸術・文化活動） 

「市民の芸術・文化活動が感性豊かな人材育成に寄与する」という認識のもと、ＮＰ

Ｏ法人東松島市芸術文化振興会と協力して、市民の主体性と発意による芸術・文化団体

の多彩な活動を支援するとともに、日頃の成果を発表する機会や本物の芸術を鑑賞する

機会の確保と提供を行っています。 

その一方、近年は団体に所属せずに活動する市民も多いと考えられます。そのため、

関係団体では会員の減少や高齢化による活動の停滞が共通の課題となっています。 

（文化財保全） 

本市の指定文化財（令和 3 年 4月現在）は、有形文化財が 16 件（市 16件）、無形民

俗文化財が 3 件（国 1件、市 2 件）、史跡が 8件（国 2 件、県 1件、市 5 件）、天然記念

物が 10 件（県 2 件、市 8件）、特別名勝が 1件あります。 

市内には、平成 7年に国史跡、平成 12年に史跡の一部が国の重要文化財に指定され

た「里浜貝塚」、令和 3 年 3 月に国史跡に指定された「赤井官衙遺跡」と「矢本横穴」

からなる「赤井官衙遺跡群」などの貴重な文化財・歴史遺産があり、発掘調査指導委員

会（平成 19 年度設立）の指導のもと、市内遺跡の適切な保存と活用を進めています。 

　文化財を保存及び公開する施設は奥松島縄文村歴史資料館があり、野蒜築港資料室

については、関係資料などを展示公開、活用できる施設の整備が求められています。 

各施設においては施設の復旧と同時に、所蔵資料の修復・復元などを進めています。 

今
後
の
方
向
性 

○ 芸術・文化団体の直面する課題を踏まえ、芸術を鑑賞や発表する機会の提

供、芸術・文化団体の活性化、学校教育との連携、数多くの団体と協力す

る民間活力との積極的な連携を推進することが必要です。

○ 地域固有の伝統芸能や年中行事が震災によって絶えることのないよう、

地域と一緒に保存、継承することが必要です。

○ 被災した文化財や被災資料の再整理、修復、復元を進めると同時に、文化

財に対する市民の関心を高める工夫、遺跡と災害をテーマにした防災教育

への応用、施設再建に伴う新たな将来展望の構築など、前向きな活動が期

待されます。

○ 文化財・歴史遺産の保存継承を通じて、文化遺産としての価値の向上、学

校教育や生涯学習への活用、被災地観光との連動を進め、市民の郷土愛の

醸成、次代の人材育成、観光での経済効果といった復興に大きな役割を果

たす芸術・文化振興が期待されます。
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17 

教教育育施施策策 22--33  市市民民主主体体にによよるる生生涯涯学学習習のの推推進進  

（1）市民の自主性を重視した学習活動の展開

社会教育推進事業 

生涯学習推進事業 

成人式実施事業 

交流推進事業 

（2）読書を通した学習や知識の涵養
市民センター配本サービス事業 

読書啓発事業 

教教育育施施策策 22--44  生生涯涯学学習習施施設設のの整整備備・・充充実実 

（1）東松島市コミュニティセンターの整備・
充実

東松島市コミュニティセンター管理事業 

（2）図書館の整備・充実 図書館施設管理運営事業 

教教育育施施策策 22--55  国国際際理理解解のの推推進進  

（1）多言語対応の推進 国際理解人材育成事業 

（2）学校における国際化の推進
国際理解教育推進事業・小・中学校語学 
指導（ＡＬＴ）事業 

 教教育育政政策策３３  文文化化のの継継承承とと創創造造

教教育育施施策策 33--11  文文化化振振興興活活動動のの充充実実  

（1）文化団体との連携による文化活動の展開 東松島市コミュニティセンター管理事業 

教教育育施施策策 33--22  文文化化財財のの保保護護とと活活用用  

（1）文化財の適切な保護及び活用の促進 文化財保護事業 

（2）文化財への理解啓発と観光連携
奥松島縄文村管理運営事業 

里浜貝塚史跡公園管理事業 

教教育育施施策策 33--33  地地域域のの文文化化・・伝伝統統のの継継承承  

（1）地域の歴史や伝統文化の掘り起こしと
継承活動の推進

遺跡発掘調査事業 

（2）地域の伝統文化を継承する取組への支援 伝統文化推進事業 

33 

教育政策３ 文化の継承と創造 

文化の継承と創造を図り、歴史や文化などの学びを通じて、心豊かなまちづくりを目指

します。その取組として、文化振興活動の充実、文化財の保護と活用、地域の文化・伝統

の継承を進めます。 

（計画目標） 

指標名 指標の内容 現況値 
目標 

（令和７年度） 

文化財関連セミナー、企

画展参加者数 

文化財関連セミナー、企

画展参加者数 
784 人 985 人 

奥松島縄文村歴史資料館

来館者数 

奥松島縄文村歴史資料館

の年間の来館者数 
10,820 人 13,500 人 

市内有形・無形文化財数 
市内の有形及び無形文化

財の数 
37 文化財 37 文化財 

出典：東松島市第 2次総合計画後期基本計画 

教育施策 3-1 文化振興活動の充実 

（1）文化団体との連携による文化活動の展開

所管：生涯学習課 

東松島市コミュニティセンター管理事業 

これまでの取り組みと成果 これからの取り組み 
○指定管理による施設運営
（成果）
民間活力導入の施設運営による利用者拡
大と文化事業拡大の推進

【事業継続】 
○民間活力導入を図り、更なる市民文化
活動の拠点として快適な施設運営と魅力
ある事業を継続
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34 

教育施策 3-2 文化財の保護と活用 

（1）文化財の適切な保護及び活用の促進

所管：生涯学習課 

文化財保護事業 

これまでの取り組みと成果 これからの取り組み 
○文化財保護審議会の開催
○特別名勝松島保存管理専門委員会の開
催
○特別名勝、国史跡、埋蔵文化財等開発
にかかる保護調整
（成果）
市民の生業と生活に配慮しつつ、市内に
所在する文化財の適正な保護と維持管理

【事業継続】 
○文化財の保護と活用の必要性につい
て、関係機関と連携を図り事業を推進

（2）文化財への理解啓発と観光連携

所管：生涯学習課 

奥松島縄文村管理運営事業 

これまでの取り組みと成果 これからの取り組み 
○調査研究の成果を展示
○縄文体験学習・イベント・講演会の開
催（成果）
史跡や歴史資料館を教育・文化施設、観
光資源として活用促進

【事業継続】 
○縄文村（資料館・里浜貝塚）を地域の
宝として保存、活用

里浜貝塚史跡公園管理事業 

これまでの取り組みと成果 これからの取り組み 
○史跡と史跡公園内の適正な維持管理
○小中学校の校外学習や体験イベント、
地域や支援団体と連携したソバ・菜種の
植栽等の実施
（成果）
「奥松島オルレ」を通じて、観光資源と
する活用の促進

【事業継続】 
○観光資源としての活用や地域と連携
し、管理運営費用の削減に繋がるように
保存と活用のあり方、管理運営の手法等
を検討

35 

教育施策 3-3 地域の文化・伝統の継承 

（1）地域の歴史や伝統文化の掘り起こしと継承活動の推進

所管：生涯学習課 

遺跡発掘調査事業 

これまでの取り組みと成果 これからの取り組み 
○重要遺跡発掘調査（赤井遺跡、里浜貝塚） 
○発掘調査指導委員会の開催
（成果）
貴重な文化財・歴史遺産を保存継承するた
め、国指定史跡として登録

【事業継続】 
○市内遺跡の内容を明らかにし、保存活
用を推進
○国指定史跡の赤井官衙遺跡と矢本横穴
の保存活用計画を策定

（2）地域の伝統文化を継承する取組への支援

所管：生涯学習課 

伝統文化推進事業 

これまでの取り組みと成果 これからの取り組み 
○市内文化財の巡視と維持管理
○保存団体の活動支援
○市指定民俗文化財「大曲浜獅子舞」等の
保存団体の活動、国指定民俗文化財（年中
行事）「月浜のえんずのわり」の継承
（成果）
有形文化財・無形文化財の保護、活用と適
切な支援

【事業継続】 
○市内にある文化財の保護と活用
○地域の伝統文化を継承活動する取組の
支援
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4）アンケート調査

本アンケート調査は令和 5 年 3 月前半に、下記アンケート調査票に記載の内容を目的として、
主に史跡に係わりを持つ地元住民の方々を対象に実施したものである。

アンケート調査票の配布数は 900、その内の回答数は 299 で、回答率は約 33% であった。

①アンケート調査票
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査史跡 赤井

あ か い
官衙
か ん が

遺跡群
い せ き ぐ ん

の保存と活用に関するアンケート調査 
     

東松島市教育委員会生涯学習課 
  

１ アンケートの目的  
東松島市では、国の史跡に指定された赤井官衙遺跡群の歴史的な価値を保存し、

継承していくために、「赤井官衙遺跡群保存活用計画」を策定します。 
計画の策定に向けて皆様の御意見を伺うためのアンケート調査を実施しますの

で、御協力よろしくお願いします。 
 
２ アンケート調査の対象  
赤井官衙遺跡群およびその周辺にお住まいの方、遺跡内に土地を所有または管

理されている方を対象としています。アンケートは１世帯ごとに御回答下さい。 
 
３ アンケート調査の使用方法  
皆様からの回答は、計画の策定作業と文化財保護への利用のみで使用します。 
なお、アンケートの回答から個人が特定されることはありません。 

 
４ 回答方法  
 同封の返信用封筒により、３月１３日（月）までに投函願います。 
 
５ アンケート調査に関するお問い合わせ  
東松島市教育委員会 生涯学習課文化財係（奥松島縄文村歴史資料館内） 

 TEL：０２２５－８８－２２９２ 
E-mail：bunka@city.higashimatsushima.miyagi.jp 

 
６ 「史跡 赤井官衙遺跡群」について  
奥松島縄文村歴史資料館公式ウェブサイトでも史跡について公開しています。

（下の QR コード） 
 
 
 
 
 
 

 

矢本横穴 赤井官衙遺跡 

アンケート調査（以下の項目についてご回答お願いします） 
※あてはまるものの数字に○印を、【  】には具体的に記入して下さい。 

 
＜第１部 回答者について＞ 
 

１ お住まい
の場所  

 
 

東松島市内の方 

 １．赤井地区(上区)    ２．赤井地区(中区) 

３．赤井地区(下区)    ４．赤井地区(その他） 

５．矢本地区(鹿妻地区)   ６．矢本地区(道地地区) 

７．その他 【                  】 
 

東松島市外の方 

 市町村名【                    】 
 

２ 年  齢 

１．10 歳代   ２．20 歳代   ３．30 歳代 

４．40 歳代     ５．50 歳代   ６．60 歳代 

７．70 歳以上 
 

３ 世帯人数 【     】人 

４ ご 職 業 

１．農 業    ２．漁 業    ３．会社員 

４．公務員    ５．自営業/自由業 

６．パート/アルバイト   ７．専業主婦(主夫) 

８．学 生    ９．無 職 

10．その他【            】 
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＜第２部 赤井
あ か い

官衙
か ん が

遺跡群
い せ き ぐ ん

について＞  
史跡赤井官衙遺跡群は赤井官衙遺跡と 矢本

や も と
横穴
よこあな

の２つの遺跡からなりま
す。 

赤井官衙遺跡は飛鳥時代から奈良時代にかけての「牡鹿郡家
お し か ぐ う け

」（現在の東松島
市や石巻市などを治めた役所）、あるいは中央国家が 蝦夷

え み し
政策のため辺境の

地に設置した「牡鹿
おしかの

柵
さ く
」（軍事・行政の拠点）です。そして、矢本横穴はその

役所で勤務した役人一族らの墓所と考えられています。 
当時の歴史書には、牡鹿郡は古代東北随一の 豪族

ごうぞく
である 丸子

ま る こ
氏（のちの

道
み ち

嶋
し ま
氏）が治めていたことが記載されています。一族の中には、都に 出仕

しゅっし

し 貴族
き ぞ く

にまで昇進した者もいるなど、赤井官衙遺跡は中央国家と深い関わり
をもつ重要な遺跡だったことが明らかになっています。 

 

５ あなたがお住いの場所や所有または管理する土地が、赤井官衙遺跡や
矢本横穴の範囲内（地図 A また地図Ｂの囲いの区域）およびその周辺
にあることを知っていましたか。 

 

１．知っていた。    ２．知らなかった。 

 

６ 令和３年３月に赤井官衙遺跡および矢本横穴の一部が、国指定の史跡
となったことを知っていましたか。 

 

１．知っていた。    ２．知らなかった。 

 

７ 赤井官衙遺跡群が歴史的に貴重な遺跡であることについて、どう思わ
れますか。 

 

１．とても興味・関心がある 

２．少し興味・関心がある 

３．あまり関心がない 

４．まったく関心がない 

５．わからない 

６．その他 

 【具体的に】                                                  

                                                                  

 

８ あなたがお住いの場所や所有または管理する土地が、遺跡（地図Ａま
たは地図Ｂの囲いの区域）やその周辺にあることで、不都合はありま
したか。不都合があった場合は具体的に記入して下さい。 

 

   １．特にない 

２．不都合があった 
 

 【具体的に】                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

       
９ 赤井官衙遺跡群の現在の状況について、どう思われますか。あてはま 

るものに〇をつけて下さい（複数回答可）。  

   １．遺跡であることを明示すべき 

２．もっと情報発信すべき 

３．もっと発掘して明らかにすべき 

４．遺跡を保護すべき 

５．現状のままで良い 

６．そもそも遺跡の状況がわからない 

７．その他 

【                             】 

 

10 赤井官衙遺跡群を地域のたからとして活かし、次世代へ継承していく
ためには、何が必要と思いますか。あてはまるものに○をつけてくだ
さい（複数回答可）。 

 

   １．ガイダンス施設の整備 

２．遺跡の復元・整備 

３．案内・説明板の整備 
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４．遺跡の調査・研究 

５．遺跡や発掘の現地説明会の実施 

６．遺跡の展示会の実施 

７．講演会や学習会の実施 

８．まつりや体験イベントの開催 

９．ボランティアガイドの育成 

10．学校との連携 

11．地域との連携 

12．現状のままで良い 

13．わからない 

14．その他 

 【具体的に】                                                  

                                                                  

                                                                  

    
11 今後の赤井官衙遺跡群および周辺のまちづくりの方向性について、 

１～３の重要度を５段階の中から選択して〇をつけてください。 
あてはまらない場合は、４～６から選択して〇をつけてください。 

                
〈重要でない〉        〈重要〉                                    

１．遺跡を積極的に活用する       １  ２  ３  ４  ５ 

２．農業の振興を進める           １  ２  ３  ４  ５ 

３．住宅地の整備を行う           １  ２  ３  ４  ５ 
 
【上記にあてはまらない場合】 

４．現状のままで良い 

５．わからない 

６．その他 

 【具体的に】                                                  

                                                                  

 
 
12 遺跡内（地図Ａまた地図Ｂの囲いの区域）にお住まいの方、土地を所

有または管理している方にお聞きします。 
土地・建築物等について、今後、新築や建替え、農地の転用、土地・家 
の売却や購入、太陽光施設の設置などの予定はありますか。 

 

   １．ある 

２．検討している 

３．予定はないが、したい 

４．ない 

５．何とも言えない 

 

【具体的に】 あてはまるものに〇をつけてください。 

    １．家・倉庫などの新築や建替え 

    ２．農地の転用 

    ３．土地・家の売却 

    ４．土地・家の購入 

    ５．太陽光施設の設置（野立て） 

６．その他 【                         】 

 

13 赤井官衙遺跡群の今後の保存管理や活用方法、史跡を活かしたまちづ
くり等について、ご意見ご要望をお聞かせください。 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 
アンケートは以上となります。ご協力ありがとうございました。 
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②アンケート調査結果

＜第 1 部　回答者について＞

● Q1
お住まいの場所　

傾向：�回答者の居住場所は赤井地区が約 64％、矢本地区が約 30％で赤井地区が約 3 倍である。
分析：�回答率は赤井地区が約 38％、矢本地区が約 27％で赤井地区の関心が若干高い状況であ

る。

● Q2
年齢

傾向：�回答者の年齢層は、60 歳代以上が約 70％、30 ～ 50 歳代が約 27％で高齢者が大半で
ある。

分析：�必ずしも文化財への理解度を示すものではないが、年齢が高いほど歴史への関心が高い
傾向にある。
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史跡赤井官衙遺跡群の保存と活用に関するアンケート調査結果

Q1. お住まいの場所

赤井地区（上区） 赤井地区（中区） 赤井地区（下区） 赤井地区（その他）

矢本地区（鹿妻地区） 赤井地区（道地地区） その他・東松島市外 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

18.1% 23.1% 21.1%

1.3%

20.1% 9.4% 5.4%

1.7%

2023.3.20時点入力合計件数 299件　1

Q2. 年齢

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代

50歳代 60歳代 70歳代 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

10.7% 14.4% 31.8%

0.3%

38.1%

1.3%1.0% 2.3%

Q3. 世帯人数

1人 2人 3人 4人

5人 6人以上 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

11.0% 28.4% 17.4% 18.1% 8.4% 10.0% 6.7%

Q4. ご職業

農業 漁業 会社員 公務員/団体職員

パート/アルバイト 専業主婦/主夫

教職員 自営業/自由業

無回答その他無職

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

21.1% 25.4% 5.4% 8.4% 8.7% 5.0% 21.7%

0.7% 1.0% 1.3% 1.3%

史跡赤井官衙遺跡群の保存と活用に関するアンケート調査結果

Q1. お住まいの場所

赤井地区（上区） 赤井地区（中区） 赤井地区（下区） 赤井地区（その他）

矢本地区（鹿妻地区） 赤井地区（道地地区） その他・東松島市外 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

18.1% 23.1% 21.1%

1.3%

20.1% 9.4% 5.4%

1.7%

2023.3.20時点入力合計件数 299件　1

Q2. 年齢

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代

50歳代 60歳代 70歳代 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

10.7% 14.4% 31.8%

0.3%

38.1%

1.3%1.0% 2.3%

Q3. 世帯人数

1人 2人 3人 4人

5人 6人以上 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

11.0% 28.4% 17.4% 18.1% 8.4% 10.0% 6.7%

Q4. ご職業

農業 漁業 会社員 公務員/団体職員

パート/アルバイト 専業主婦/主夫

教職員 自営業/自由業

無回答その他無職

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

21.1% 25.4% 5.4% 8.4% 8.7% 5.0% 21.7%

0.7% 1.0% 1.3% 1.3%
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● Q3
世帯人数

傾向：�1 世帯の人数が 2 ～ 4 人の家族が約 64％を占め、赤井・矢本地区とも少子化の傾向が
みられる。

分析：�大家族は減少傾向にあり、赤井・矢本地区も小家族の増加による社会構成の多様化が進
みつつある。

● Q4
ご職業

傾向：1 次産業従事者が約 22％、第 2・3 次産業従事者が約 40％で概ね 2 倍で 1 次産業の減
少が進んでいる。
分析：�赤井・矢本地区の産業構造も 1 次産業の減少による変化の影響を受け、歴史的環境の

継承も難しくなりつつある。
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史跡赤井官衙遺跡群の保存と活用に関するアンケート調査結果

Q1. お住まいの場所

赤井地区（上区） 赤井地区（中区） 赤井地区（下区） 赤井地区（その他）

矢本地区（鹿妻地区） 赤井地区（道地地区） その他・東松島市外 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

18.1% 23.1% 21.1%

1.3%

20.1% 9.4% 5.4%

1.7%

2023.3.20時点入力合計件数 299件　1

Q2. 年齢

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代

50歳代 60歳代 70歳代 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

10.7% 14.4% 31.8%

0.3%

38.1%

1.3%1.0% 2.3%

Q3. 世帯人数

1人 2人 3人 4人

5人 6人以上 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

11.0% 28.4% 17.4% 18.1% 8.4% 10.0% 6.7%

Q4. ご職業

農業 漁業 会社員 公務員/団体職員

パート/アルバイト 専業主婦/主夫

教職員 自営業/自由業

無回答その他無職

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

21.1% 25.4% 5.4% 8.4% 8.7% 5.0% 21.7%

0.7% 1.0% 1.3% 1.3%

史跡赤井官衙遺跡群の保存と活用に関するアンケート調査結果

Q1. お住まいの場所

赤井地区（上区） 赤井地区（中区） 赤井地区（下区） 赤井地区（その他）

矢本地区（鹿妻地区） 赤井地区（道地地区） その他・東松島市外 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

18.1% 23.1% 21.1%

1.3%

20.1% 9.4% 5.4%

1.7%

2023.3.20時点入力合計件数 299件　1

Q2. 年齢

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代

50歳代 60歳代 70歳代 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

10.7% 14.4% 31.8%

0.3%

38.1%

1.3%1.0% 2.3%

Q3. 世帯人数

1人 2人 3人 4人

5人 6人以上 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

11.0% 28.4% 17.4% 18.1% 8.4% 10.0% 6.7%

Q4. ご職業

農業 漁業 会社員 公務員/団体職員

パート/アルバイト 専業主婦/主夫

教職員 自営業/自由業

無回答その他無職

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

21.1% 25.4% 5.4% 8.4% 8.7% 5.0% 21.7%

0.7% 1.0% 1.3% 1.3%
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＜第２部　赤井官衙遺跡群について＞
　史跡赤井官衙遺跡群は赤井官衙遺跡と矢本横穴の２つの遺跡からなります。
赤井官衙遺跡は飛鳥時代から奈良時代にかけての「牡鹿郡家」（現在の東松島市や石巻市など
を治めた役所）、あるいは中央国家が蝦夷政策のため辺境の地に設置した「牡鹿柵」（軍事・行
政の拠点）です。そして、矢本横穴はその役所で勤務した役人一族らの墓所と考えられていま
す。
　当時の歴史書には、牡鹿郡は古代東北随一の豪族である丸子氏（のちの道嶋氏）が治めてい
たことが記載されています。一族の中には、都に出仕し貴族にまで昇進した者もいるなど、赤
井官衙遺跡は中央国家と深い関わりをもつ重要な遺跡だったことが明らかになっています。

● Q5
あなたがお住いの場所や所有または管理する土地が、赤井官衙遺跡や矢本横穴の範囲内（地図
A また地図 B の囲いの区域）およびその周辺にあることを知っていましたか。

傾向：�赤井官衙遺跡や矢本横穴が居住地に存在することを知っている人が約 74％で、知らな
い人約 26％の 3 倍ほどとなっている。

分析：�次の Q6 のアンケート結果も併せて推察すると、存在は何となく知っていても具体的な
知識は必ずしも高くない可能性がある

● Q6
令和 3 年 3 月に赤井官衙遺跡および矢本横穴の一部が、国指定の史跡となったことを知って
いましたか。

傾向：�知っている人と知らない人の割合がほぼ半々で、里浜貝塚に比べ、同じ国指定史跡とし
ての周知の不足が推定される。

分析：�史跡指定に際して講演会などが開催されているが、この他にも周知を目的とした様々な
企画等、官民協働による日常的・継続的な活動が不可欠である。
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Q5. あなたがお住まいの場所や所有または管理する土地が、赤井官衙遺跡や矢本横穴の範囲内
　　（地図Aまた地図Bの囲いの区域）およびその周辺にあることを知っていましたか。

知っていた 知らなかった 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

73.6% 25.8%

0.7%

Q6. 令和3年3月に赤井官衙遺跡および矢本横穴の一部が、国指定の史跡となったことを知っていましたか。

知っていた 知らなかった 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

45.2% 54.2%

0.7%

Q8. あなたがお住まいの場所や所有または管理する土地が、遺跡（地図Aまた地図Bの囲いの区域）や
　　その周辺にあることで不都合はありましたか。不都合があった場合は具体的に記入してください。

特にない 不都合があった 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

92.6% 4.0%

3.3%

史跡赤井官衙遺跡群の保存と活用に関するアンケート調査結果 2023.3.20時点入力合計件数 299件　2

Q7. 赤井官衙遺跡群が歴史的に貴重な遺跡であることについて、どう思われますか。

とても興味・関心がある 少し興味・関心がある あまり関心がない まったく関心がない

わからない その他 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

29.4% 44.5% 18.7% 2.7%

0.3%3.3% 1.0%

Q5. あなたがお住まいの場所や所有または管理する土地が、赤井官衙遺跡や矢本横穴の範囲内
　　（地図Aまた地図Bの囲いの区域）およびその周辺にあることを知っていましたか。

知っていた 知らなかった 無回答
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73.6% 25.8%

0.7%
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0.7%

Q8. あなたがお住まいの場所や所有または管理する土地が、遺跡（地図Aまた地図Bの囲いの区域）や
　　その周辺にあることで不都合はありましたか。不都合があった場合は具体的に記入してください。

特にない 不都合があった 無回答
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92.6% 4.0%

3.3%
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Q7. 赤井官衙遺跡群が歴史的に貴重な遺跡であることについて、どう思われますか。

とても興味・関心がある 少し興味・関心がある あまり関心がない まったく関心がない

わからない その他 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

29.4% 44.5% 18.7% 2.7%

0.3%3.3% 1.0%
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● Q7
赤井官衙遺跡群が歴史的に貴重な遺跡であることについて、どう思われますか。

傾向：�「関心がある」が約 80％で、「関心がない」の約 21％を大きく上回っている。
分析：�関心がある住民に更なる情報の提供に関する工夫、関心がない住民にも少しでも興味を

も持ってもらうきっかけつくりが大切である。

● Q8
あなたがお住いの場所や所有または管理する土地が、遺跡（地図Ａまたは地図Ｂの囲いの区域）
やその周辺にあることで、不都合はありましたか。不都合があった場合は具体的に記入して下
さい。

傾向：�遺跡との関係で不都合は特にないと答えた人がほとんどで約 93％にのぼるが、これは
現段階で史跡指定面積が小さいために実質的な不都合を経験していない人が多いためと
推察される。

分析：�不都合があった場合の具体的な事例を踏まえ、今後の追加指定等に際し、行政面からの
具体的な施策の検討が不可欠と考えられる。
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Q5. あなたがお住まいの場所や所有または管理する土地が、赤井官衙遺跡や矢本横穴の範囲内
　　（地図Aまた地図Bの囲いの区域）およびその周辺にあることを知っていましたか。

知っていた 知らなかった 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

73.6% 25.8%

0.7%

Q6. 令和3年3月に赤井官衙遺跡および矢本横穴の一部が、国指定の史跡となったことを知っていましたか。

知っていた 知らなかった 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

45.2% 54.2%

0.7%

Q8. あなたがお住まいの場所や所有または管理する土地が、遺跡（地図Aまた地図Bの囲いの区域）や
　　その周辺にあることで不都合はありましたか。不都合があった場合は具体的に記入してください。

特にない 不都合があった 無回答
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Q7. 赤井官衙遺跡群が歴史的に貴重な遺跡であることについて、どう思われますか。
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わからない その他 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

29.4% 44.5% 18.7% 2.7%

0.3%3.3% 1.0%
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45.2% 54.2%

0.7%

Q8. あなたがお住まいの場所や所有または管理する土地が、遺跡（地図Aまた地図Bの囲いの区域）や
　　その周辺にあることで不都合はありましたか。不都合があった場合は具体的に記入してください。

特にない 不都合があった 無回答
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Q7. 赤井官衙遺跡群が歴史的に貴重な遺跡であることについて、どう思われますか。

とても興味・関心がある 少し興味・関心がある あまり関心がない まったく関心がない

わからない その他 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

29.4% 44.5% 18.7% 2.7%

0.3%3.3% 1.0%
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● Q9
赤井官衙遺跡群の現在の状況について、どう思われますか。あてはまるものに〇をつけて下さ
い（複数回答可）。

傾向：�情報発信や発掘調査の進展等、積極的な意見が約 65％と過半数で、現状維持が約 24％
となっている。

分析：�史跡の保存活用等に係る現状について、丁寧で分かり易い情報発信の必要が求められて
いる。

● Q10
赤井官衙遺跡群を地域のたからとして活かし、次世代へ継承していくためには、何が必要と思
いますか。あてはまるものに○をつけてください（複数回答可）。

傾向：�次世代へ継承していくために必要なこととしては、「調査研究及び成果の公開」「ガイダ
ンス施設や史跡整備」「イベントの開催」「情報発信に係る人材の育成」がそれぞれ約
20％前後で、合わせると約 75％である。

分析：�地域の宝として何世代にも渡って継承していくには、様々な視点からの事業の展開、様々
な人々の参加による企画運営等を継続的に実現していくことが不可欠である。
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Q9. 赤井官衙遺跡群の現在の状況について、どう思われますか。（複数回答可）

遺跡であることを明示すべき 25.9%

もっと情報発信すべき 26.4%

もっと発掘して明らかにすべき 12.9%

遺跡を保護すべき 16.4%

現状のままで良い 7.5%

そもそも遺跡の状況がわからない 9.7%

その他 1.2%

50%40%30%20%10%0%

Q10. 赤井官衙遺跡群を地域のたからと活かし、次世代へ継承していくためには、何が必要と思いますか。
　　（複数回答可）

ガイダンス施設の整備 9.3%

遺跡の復元・整備 11.4%

案内・説明板の整備 21.2%

遺跡の調査・研究 13.1%

遺跡や発掘の現地説明会の実施 5.0%

遺跡の展示会の実施 7.8%

講演会や学習会の実施 4.4%

まつりや体験イベントの開催 3.6%

ボランティアガイドの育成 2.4%

学校との連携 9.1%

地域との連携 7.6%

現状のままで良い 2.2%

わからない/考えたことがない 2.3%

その他 0.6%

50%40%30%20%10%0%

史跡赤井官衙遺跡群の保存と活用に関するアンケート調査結果 2023.3.20時点入力合計件数 299件　3

Q9. 赤井官衙遺跡群の現在の状況について、どう思われますか。（複数回答可）

遺跡であることを明示すべき 25.9%

もっと情報発信すべき 26.4%

もっと発掘して明らかにすべき 12.9%

遺跡を保護すべき 16.4%

現状のままで良い 7.5%

そもそも遺跡の状況がわからない 9.7%

その他 1.2%

50%40%30%20%10%0%

Q10. 赤井官衙遺跡群を地域のたからと活かし、次世代へ継承していくためには、何が必要と思いますか。
　　（複数回答可）

ガイダンス施設の整備 9.3%

遺跡の復元・整備 11.4%

案内・説明板の整備 21.2%

遺跡の調査・研究 13.1%

遺跡や発掘の現地説明会の実施 5.0%

遺跡の展示会の実施 7.8%

講演会や学習会の実施 4.4%

まつりや体験イベントの開催 3.6%

ボランティアガイドの育成 2.4%

学校との連携 9.1%

地域との連携 7.6%

現状のままで良い 2.2%

わからない/考えたことがない 2.3%

その他 0.6%

50%40%30%20%10%0%

史跡赤井官衙遺跡群の保存と活用に関するアンケート調査結果 2023.3.20時点入力合計件数 299件　3
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● Q11
今後の赤井官衙遺跡群および周辺のまちづくりの方向性について、1 ～ 3 の重要度を 5 段階の
中から選択して〇をつけてください。あてはまらない場合は、4 ～ 6 から選択して〇をつけて
ください。

傾向：�史跡および周辺の街づくりの方向性について、重要度 4 ～ 5 で回答の合計比率は下記
の通りである。

　　　1. 遺跡の積極的活用　～約 59％
　　　2. 農業の進行　～約 36％
　　　3. 住宅地の整備　～約 64％
分析：�まちづくり方向性としては、生活に直接的に係わる 3 が重要と考える比率が高いが、1）

についても過半数を超えている。史跡の保存という観点からは 2）は共存、3）は対立
する関係にあり、難しい問題を含む。Q10 のアンケート結果も併せて総合的な行政施
策が求められている。
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Q11. 今後の赤井官衙遺跡群および周辺のまちづくりの方向性について、1～3の重要度を5段階の中から
　　 選択して◯をつけてください。当てはまらない場合は、4～6から選択して◯をつけてください。

Q12. 遺跡内（地図Aまたは地図Bの囲いの区域）にお住まいの方、土地を所有または管理している方にお聞きします。
　　 土地・建築物等について、今後、新築や建替え、農地の転用、土地・家の売却や購入、太陽光施設の設置などの
　　 予定はありますか。

1）遺跡を積極的に活用する 29.0% 27.0% 32.0%

史跡赤井官衙遺跡群の保存と活用に関するアンケート調査結果 2023.3.20時点入力合計件数 299件　3

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

3.0% 3.0%6.0%

2）農業の振興を進める 36.0% 22.0% 14.0%

7.0%

9.0%12.0%

3）住宅地の整備を行う 11.0%11.0% 34.0% 18.0% 16.0% 10.0%

重要度1 重要度2 重要度3 重要度4 重要度5 無回答

ある 検討している 予定はないが、したい ない なんとも言えない 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

7.4% 34.4% 7.4% 44.8%

2.0% 4.0%
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● Q12
遺跡内（地図 A また地図 B の囲いの区域）にお住まいの方、土地を所有または管理している
方にお聞きします。
土地・建築物等について、今後、新築や建替え、農地の転用、土地・家の売却や購入、太陽光
施設の設置などの予定はありますか。

傾向：�所有地の新たな転用等について、「予定がある又は希望している」が約 13％、「予定し
ていない又は不明」が約 42％で、無回答が約 45％となっている

分析：�社会環境等の変化に合わせ、土地利用の状況も左右されるのが通常であり、史跡の保存
活用の進展のためには、その将来予測も必要不可欠である。
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Q11. 今後の赤井官衙遺跡群および周辺のまちづくりの方向性について、1～3の重要度を5段階の中から
　　 選択して◯をつけてください。当てはまらない場合は、4～6から選択して◯をつけてください。

Q12. 遺跡内（地図Aまたは地図Bの囲いの区域）にお住まいの方、土地を所有または管理している方にお聞きします。
　　 土地・建築物等について、今後、新築や建替え、農地の転用、土地・家の売却や購入、太陽光施設の設置などの
　　 予定はありますか。

1）遺跡を積極的に活用する 29.0% 27.0% 32.0%

史跡赤井官衙遺跡群の保存と活用に関するアンケート調査結果 2023.3.20時点入力合計件数 299件　3

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

3.0% 3.0%6.0%

2）農業の振興を進める 36.0% 22.0% 14.0%

7.0%

9.0%12.0%

3）住宅地の整備を行う 11.0%11.0% 34.0% 18.0% 16.0% 10.0%

重要度1 重要度2 重要度3 重要度4 重要度5 無回答

ある 検討している 予定はないが、したい ない なんとも言えない 無回答

0% 100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%

7.4% 34.4% 7.4% 44.8%

2.0% 4.0%
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● Q13
赤井官衙遺跡群の今後の保存管理や活用方法、史跡を活かしたまちづくり等について、ご意見
ご要望をお聞かせください。

傾向：�自由回答なので様々な意見があり、統計的な傾向の把握は不可能であるが、回答数で観
ると一番多いのは史跡に関する周知の不足に関する意見、次に活用や整備に関する希望
や有り方等についてが多くみられる。

分析：�回答に対する受けとめ方についても、様々と推察されるので公正な分析は難しく、ここ
では回答総数 87 件の中から下記の各項目に関連する、より具体的な幾つかの回答につ
いて、文章の誤記等を多少整理したうえで、そのまま掲載するに留めることとする。

① 史跡に関する情報発信と周知
・�重要なのは理解出来るが土地の住民が専門家と理解と知識のギャップがあるのを感じる。調

べたい人の気持ちが伝われば、町づくりが遅れても重要な物の理解と市の成長につながると
思う。

・�子供の頃から地元に目を向ける機会や教育を行って欲しいと思います。まずは遺跡群がある
ということ、後世に残していった方が良いことを展示したり、様々な機会を設けて情報発信
することと、そこの場に行った時に分かりやすく案内板を設けるなどご検討下さい。

・�子供が赤井小学校に通っています。私よりも子供のほうが赤井の遺跡群についての知識があ
ります。教えてもらっている子供たちが大きくなった時、それを語りついていく。そういう
未来が理想だなと思います。

・�遺跡がある事は知っていたけど、情報が入らず、そんなに重要性があるのは知らなかった。
歴史についての勉強会など、市の講演会などやってほしい。ＰＲ不足だと思う。地元でも歴
史の内容が知らない。

② 史跡の保存・管理
・�どうするとよいか？はわかりませんが震災でなくしてしまった歴史跡 ( 野蒜築港？ ) もある

と思いますので残っている遺跡や歴史を大切にすることもよいように感じます。私達はこれ
まで先祖代々と受け継がれて今があるのですから・・・。

・�遺跡の保存管理をしっかりとする事をみんなに知ってもらう必要があると思いました。学校
の生徒の勉強のために遺跡を見て意見を出して考える場を設ける事も活用になると思います。

・�関係者地域の意向に沿った取組に努めてほしい。特に震災があったものの、市としては当初
の事業への取組から時間が経過しており、焦りがあるかもしれないが、今後も慎重な取組に
努めてほしい。

③ 史跡の整備・活用
・�資料館の建設をぜひお願いしたい。遺物の展示だけでなく当時の衣食住など民俗学的な視点

からの体験学習の場を提供し、全国各地、世界から観光客を呼び込む手立てを考えてほしい。
来春の「道の駅」開業ともあわせて大々的に PR してほしい。

・�国指定の史跡になっていて、幅広く広報をしていっても良いのではないか。周辺の土地を有
効に活用しての集客なども考えるべき。宮戸の「縄文村」だけではなく、同じような施設の
建設を考えても良いのでは。

5）関係法令（抜粋）
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文化財保護法 

昭和二十五年法律第二百十四号 
(令和四年法律第六十八号改正) 

 
第一章 総則 
（この法律の目的） 
第一条 この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図り、
もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に
貢献することを目的とする。 
（文化財の定義） 
第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 
（中略） 
四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国
にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、
海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上
価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含
む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現
象の生じている土地を含む。）で我が国にとつて学術上価値の
高いもの（以下「記念物」という。） 
（中略） 
３ この法律の規定（第百九条、第百十条、第百十二条、第百
二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第一項第
十号及び第十一号、第百六十五条並びに第百七十一条の規定を
除く。）中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡名勝天然記
念物を含むものとする。 
（政府及び地方公共団体の任務） 
第三条 政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文
化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、
将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、
その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの法
律の趣旨の徹底に努めなければならない。 
（国民、所有者等の心構） 
第四条 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的
を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。 
２ 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的
財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存する
とともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努め
なければならない。 
３ 政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係者
の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。 
（中略） 
第三章 有形文化財 
第一節 重要文化財 
（中略） 
第二款 管理 
（管理方法の指示） 
第三十条 文化庁長官は、重要文化財の所有者に対し、重要文
化財の管理に関し必要な指示をすることができる。 
（所有者の管理義務及び管理責任者） 
第三十一条 重要文化財の所有者は、この法律並びにこれに基
いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い、重要文
化財を管理しなければならない。 
２ 重要文化財の所有者は、当該重要文化財の適切な管理のた
め必要があるときは、第百九十二条の二第一項に規定する文化
財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当
該重要文化財の管理の責めに任ずべき者（以下この節及び第百
八十七条第一項第一号において「管理責任者」という。）に選
任することができる。 
３ 前項の規定により管理責任者を選任したときは、重要文化
財の所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をも
つて、当該管理責任者と連署の上二十日以内に文化庁長官に届
け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とす
る。 
４ 管理責任者には、前条及び第一項の規定を準用する。 
（所有者又は管理責任者の変更） 
第三十二条 重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者
は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、
旧所有者に対し交付された指定書を添えて、二十日以内に文化
庁長官に届け出なければならない。 
２ 重要文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、文

部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、新管理責任
者と連署の上二十日以内に文化庁長官に届け出なければなら
ない。この場合には、前条第三項の規定は、適用しない。 
３ 重要文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは
名称又は住所を変更したときは、文部科学省令の定める事項を
記載した書面をもつて、二十日以内に文化庁長官に届け出なけ
ればならない。氏名若しくは名称又は住所の変更が重要文化財
の所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならな
い。 
（管理団体による管理） 
第三十二条の二 重要文化財につき、所有者が判明しない場合
又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若し
くは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官
は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該重要文
化財の保存のため必要な管理（当該重要文化財の保存のため必
要な施設、設備その他の物件で当該重要文化財の所有者の所有
又は管理に属するものの管理を含む。）を行わせることができ
る。 
２ 前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらか
じめ、当該重要文化財の所有者（所有者が判明しない場合を除
く。）及び権原に基く占有者並びに指定しようとする地方公共
団体その他の法人の同意を得なければならない。 
３ 第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとと
もに、前項に規定する所有者、占有者及び地方公共団体その他
の法人に通知してする。 
４ 第一項の規定による指定には、第二十八条第二項の規定を
準用する。 
５ 重要文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、
第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人
（以下この節及び第百八十七条第一項第一号において「管理団
体」という。）が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒
み、妨げ、又は忌避してはならない。 
６ 管理団体には、第三十条及び第三十一条第一項の規定を準
用する。 
第三十二条の三 前条第一項に規定する事由が消滅した場合
その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指
定を解除することができる。 
２ 前項の規定による解除には、前条第三項及び第二十八条第
二項の規定を準用する。 
第三十二条の四 管理団体が行う管理に要する費用は、この法
律に特別の定のある場合を除いて、管理団体の負担とする。 
２ 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団
体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理
に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるもの
ではない。 
（滅失、き損等） 
第三十三条 重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき
損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有
者（管理責任者又は管理団体がある場合は、その者）は、文部
科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知
つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。 
（中略） 
（管理又は修理の補助） 
第三十五条 重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を
要し、重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない
場合その他特別の事情がある場合には、政府は、その経費の一
部に充てさせるため、重要文化財の所有者又は管理団体に対し
補助金を交付することができる。 
２ 前項の補助金を交付する場合には、文化庁長官は、その補
助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するこ
とができる。 
３ 文化庁長官は、必要があると認めるときは、第一項の補助
金を交付する重要文化財の管理又は修理について指揮監督す
ることができる。 
（管理に関する命令又は勧告） 
第三十六条 重要文化財を管理する者が不適任なため又は管
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理が適当でないため重要文化財が滅失し、き損し、又は盗み取
られる虞があると認めるときは、文化庁長官は、所有者、管理
責任者又は管理団体に対し、重要文化財の管理をする者の選任
又は変更、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設の設置
その他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができ
る。 
２ 前項の規定による命令又は勧告に基いてする措置のため
に要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その全
部又は一部を国庫の負担とすることができる。 
３ 前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負担する
場合には、前条第三項の規定を準用する。 
（修理に関する命令又は勧告） 
第三十七条 文化庁長官は、国宝がき損している場合において、
その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団
体に対し、その修理について必要な命令又は勧告をすることが
できる。 
２ 文化庁長官は、国宝以外の重要文化財がき損している場合
において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者
又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすること
ができる。 
３ 前二項の規定による命令又は勧告に基いてする修理のた
めに要する費用は、文部科学省令の定めるところにより、その
全部又は一部を国庫の負担とすることができる。 
４ 前項の規定により国庫が費用の全部又は一部を負担する
場合には、第三十五条第三項の規定を準用する。 
（中略） 
（現状変更等の制限） 
第四十三条 重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保
存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許
可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持
の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存
に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この
限りでない。 
２ 前項但書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省令で
定める。 
３ 文化庁長官は、第一項の許可を与える場合において、その
許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行
為に関し必要な指示をすることができる。 
４ 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなか
つたときは、文化庁長官は、許可に係る現状変更若しくは保存
に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことが
できる。 
５ 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又
は第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受け
た者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。 
６ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定
を準用する。 
（中略） 
第七款 雑則 
（所有者変更等に伴う権利義務の承継） 
第五十六条 重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者
は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の
命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承
継する。 
２ 前項の場合には、旧所有者は、当該重要文化財の引渡と同
時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。 
３ 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、
第一項の規定を準用する。但し、管理団体が指定された場合に
は、もつぱら所有者に属すべき権利義務については、この限り
でない。 
（中略） 
第六章 埋蔵文化財 
（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令） 
第九十二条 土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文化財」
という。）について、その調査のため土地を発掘しようとする
者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発
掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け
出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、
この限りでない。 
２ 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化
庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書
の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命
ずることができる。 
（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示） 
第九十三条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、

貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知され
ている土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。）を発
掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この
場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」
と読み替えるものとする。 
２ 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化
庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、
当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調
査の実施その他の必要な事項を指示することができる。 
（国の機関等が行う発掘に関する特例） 
第九十四条 国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共
団体の設立に係る法人で政令の定めるもの（以下この条及び第
九十七条において「国の機関等」と総称する。）が、前条第一
項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようと
する場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該
国の機関等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あ
らかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。 
２ 文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵文
化財の保護上特に必要があると認めるときは、当該国の機関等
に対し、当該事業計画の策定及びその実施について協議を求め
るべき旨の通知をすることができる。 
３ 前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定及
びその実施について、文化庁長官に協議しなければならない。 
４ 文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があつ
た場合において、当該通知に係る事業計画の実施に関し、埋蔵
文化財の保護上必要な勧告をすることができる。 
５ 前各項の場合において、当該国の機関等が各省各庁の長
（国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）第四条第二項に
規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。）であるときは、こ
れらの規定に規定する通知、協議又は勧告は、文部科学大臣を
通じて行うものとする。 
（埋蔵文化財包蔵地の周知） 
第九十五条 国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地
について、資料の整備その他その周知の徹底を図るために必要
な措置の実施に努めなければならない。 
２ 国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助言
その他の必要と認められる援助をすることができる。 
（中略） 
（地方公共団体による発掘の施行） 
第九十九条 地方公共団体は、文化庁長官が前条第一項の規定
により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査す
る必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵すると認めら
れる土地の発掘を施行することができる。 
２ 地方公共団体は、前項の発掘に関し、事業者に対し協力を
求めることができる。 
３ 文化庁長官は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に関し
必要な指導及び助言をすることができる。 
４ 国は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に要する経費の
一部を補助することができる。 
（返還又は通知等） 
第百条 第九十八条第一項の規定による発掘により文化財を
発見した場合において、文化庁長官は、当該文化財の所有者が
判明しているときはこれを所有者に返還し、所有者が判明しな
いときは、遺失物法（平成十八年法律第七十三号）第四条第一
項の規定にかかわらず、警察署長にその旨を通知することをも
つて足りる。 
２ 前項の規定は、前条第一項の規定による発掘により都道府
県又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十
二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）若
しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「指
定都市等」という。）の教育委員会が文化財を発見した場合に
おける当該教育委員会について準用する。 
３ 第一項（前項において準用する場合を含む。）の通知を受
けたときは、警察署長は、直ちに当該文化財につき遺失物法第
七条第一項の規定による公告をしなければならない。 
（提出） 
第百一条 遺失物法第四条第一項の規定により、埋蔵物として
提出された物件が文化財と認められるときは、警察署長は、直
ちに当該物件を当該物件の発見された土地を管轄する都道府
県の教育委員会（当該土地が指定都市等の区域内に存する場合
にあつては、当該指定都市等の教育委員会。次条において同じ。）
に提出しなければならない。ただし、所有者の判明している場
合は、この限りでない。 
（鑑査） 
第百二条 前条の規定により物件が提出されたときは、都道府

県の教育委員会は、当該物件が文化財であるかどうかを鑑査し
なければならない。 
２ 都道府県の教育委員会は、前項の鑑査の結果当該物件を文
化財と認めたときは、その旨を警察署長に通知し、文化財でな
いと認めたときは、当該物件を警察署長に差し戻さなければな
らない。 
（引渡し） 
第百三条 第百条第一項に規定する文化財又は同条第二項若
しくは前条第二項に規定する文化財の所有者から、警察署長に
対し、その文化財の返還の請求があつたときは、文化庁長官又
は都道府県若しくは指定都市等の教育委員会は、当該警察署長
にこれを引き渡さなければならない。 
（中略） 
（都道府県帰属及び報償金） 
第百五条 第百条第二項に規定する文化財又は第百二条第二
項に規定する文化財（前条第一項に規定するものを除く。）で、
その所有者が判明しないものの所有権は、当該文化財の発見さ
れた土地を管轄する都道府県に帰属する。この場合においては、
当該都道府県の教育委員会は、当該文化財の発見者及びその発
見された土地の所有者にその旨を通知し、かつ、その価格に相
当する額の報償金を支給する。 
２ 前項に規定する発見者と土地所有者とが異なるときは、前
項の報償金は、折半して支給する。 
３ 第一項の報償金の額は、当該都道府県の教育委員会が決定
する。 
４ 前項の規定による報償金の額については、第四十一条第三
項の規定を準用する。 
５ 前項において準用する第四十一条第三項の規定による訴
えにおいては、都道府県を被告とする。 
（譲与等） 
第百六条 政府は、第百四条第一項の規定により国庫に帰属し
た文化財の保存のため又はその効用から見て国が保有する必
要がある場合を除いて、当該文化財の発見された土地の所有者
に、その者が同条の規定により受けるべき報償金の額に相当す
るものの範囲内でこれを譲与することができる。 
２ 前項の場合には、その譲与した文化財の価格に相当する金
額は、第百四条に規定する報償金の額から控除するものとする。 
３ 政府は、第百四条第一項の規定により国庫に帰属した文化
財の保存のため又はその効用から見て国が保有する必要があ
る場合を除いて、独立行政法人国立文化財機構又は当該文化財
の発見された土地を管轄する地方公共団体に対し、その申請に
基づき、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡
することができる。 
第百七条 都道府県の教育委員会は、第百五条第一項の規定に
より当該都道府県に帰属した文化財の保存のため又はその効
用から見て当該都道府県が保有する必要がある場合を除いて、
当該文化財の発見者又はその発見された土地の所有者に、その
者が同条の規定により受けるべき報償金の額に相当するもの
の範囲内でこれを譲与することができる。 
２ 前項の場合には、その譲与した文化財の価格に相当する金
額は、第百五条に規定する報償金の額から控除するものとする。 
（遺失物法の適用） 
第百八条 埋蔵文化財に関しては、この法律に特別の定めのあ
る場合のほか、遺失物法の適用があるものとする。 
第七章 史跡名勝天然記念物 
（指定） 
第百九条 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、
名勝又は天然記念物（以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。）
に指定することができる。 
２ 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天
然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別
天然記念物（以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。）
に指定することができる。 
３ 前二項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとと
もに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の
所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。 
４ 前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個別
に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同項の規
定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該特別史跡名
勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地の市町村の事
務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示することができる。
この場合においては、その掲示を始めた日から二週間を経過し
た時に同項の規定による通知が相手方に到達したものとみな
す。 
５ 第一項又は第二項の規定による指定は、第三項の規定によ

る官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所有者又
は権原に基づく占有者に対しては、第三項の規定による通知が
到達した時又は前項の規定によりその通知が到達したものと
みなされる時からその効力を生ずる。 
６ 文部科学大臣は、第一項の規定により名勝又は天然記念物
の指定をしようとする場合において、その指定に係る記念物が
自然環境の保護の見地から価値の高いものであるときは、環境
大臣と協議しなければならない。 
（中略） 
（所有権等の尊重及び他の公益との調整） 
第百十一条 文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、第百
九条第一項若しくは第二項の規定による指定又は前条第一項
の規定による仮指定を行うに当たつては、特に、関係者の所有
権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発そ
の他の公益との調整に留意しなければならない。 
２ 文部科学大臣又は文化庁長官は、名勝又は天然記念物に係
る自然環境の保護及び整備に関し必要があると認めるときは、
環境大臣に対し、意見を述べることができる。この場合におい
て、文化庁長官が意見を述べるときは、文部科学大臣を通じて
行うものとする。 
３ 環境大臣は、自然環境の保護の見地から価値の高い名勝又
は天然記念物の保存及び活用に関し必要があると認めるとき
は、文部科学大臣に対し、又は文部科学大臣を通じ文化庁長官
に対して意見を述べることができる。 
（解除） 
第百十二条 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念
物がその価値を失つた場合その他特殊の事由のあるときは、文
部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定又は仮指定
を解除することができる。 
２ 第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然
記念物につき第百九条第一項の規定による指定があつたとき、
又は仮指定があつた日から二年以内に同項の規定による指定
がなかつたときは、仮指定は、その効力を失う。 
３ 第百十条第一項の規定による仮指定が適当でないと認め
るときは、文部科学大臣は、これを解除することができる。 
４ 第一項又は前項の規定による指定又は仮指定の解除には、
第百九条第三項から第五項までの規定を準用する。 
（管理団体による管理及び復旧） 
第百十三条 史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若し
くは判明しない場合又は所有者若しくは第百十九条第二項の
規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が
著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合
には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定
して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復
旧（当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備そ
の他の物件で当該史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管
理に属するものの管理及び復旧を含む。）を行わせることがで
きる。 
２ 前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あらか
じめ、指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得
なければならない。 
３ 第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示するとと
もに、当該史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有
者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人に通知
してする。 
４ 第一項の規定による指定には、第百九条第四項及び第五項
の規定を準用する。 
第百十四条 前条第一項に規定する事由が消滅した場合その
他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を
解除することができる。 
２ 前項の規定による解除には、前条第三項並びに第百九条第
四項及び第五項の規定を準用する。 
第百十五条 第百十三条第一項の規定による指定を受けた地
方公共団体その他の法人（以下この章（第百三十三条の二第一
項を除く。）及び第百八十七条第一項第三号において「管理団
体」という。）は、文部科学省令の定める基準により、史跡名
勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその
他の施設を設置しなければならない。 
２ 史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土
地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、管理団
体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその
旨を届け出なければならない。 
３ 管理団体が復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、
その復旧の方法及び時期について当該史跡名勝天然記念物の
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所有者（所有者が判明しない場合を除く。）及び権原に基づく
占有者の意見を聞かなければならない。 
４ 史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、正当な理由が
なくて、管理団体が行う管理若しくは復旧又はその管理若しく
は復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならな
い。 
第百十六条 管理団体が行う管理及び復旧に要する費用は、こ
の法律に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とす
る。 
２ 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団
体が行う管理又は復旧により所有者の受ける利益の限度にお
いて、管理又は復旧に要する費用の一部を所有者の負担とする
ことを妨げるものではない。 
３ 管理団体は、その管理する史跡名勝天然記念物につき観覧
料を徴収することができる。 
第百十七条 管理団体が行う管理又は復旧によつて損失を受
けた者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき損失を
補償しなければならない。 
２ 前項の補償の額は、管理団体（管理団体が地方公共団体で
あるときは、当該地方公共団体の教育委員会）が決定する。 
３ 前項の規定による補償額については、第四十一条第三項の
規定を準用する。 
４ 前項で準用する第四十一条第三項の規定による訴えにお
いては、管理団体を被告とする。 
第百十八条 管理団体が行う管理には、第三十条、第三十一条
第一項及び第三十三条の規定を、管理団体が行う管理及び復旧
には、第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団体が指定さ
れ、又はその指定が解除された場合には、第五十六条第三項の
規定を準用する。 
（所有者による管理及び復旧） 
第百十九条 管理団体がある場合を除いて、史跡名勝天然記念
物の所有者は、当該史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に当た
るものとする。 
２ 前項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に当たる所
有者は、当該史跡名勝天然記念物の適切な管理のため必要があ
るときは、第百九十二条の二第一項に規定する文化財保存活用
支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該史跡名勝
天然記念物の管理の責めに任ずべき者（以下この章及び第百八
十七条第一項第三号において「管理責任者」という。）に選任
することができる。この場合には、第三十一条第三項の規定を
準用する。 
第百二十条 所有者が行う管理には、第三十条、第三十一条第
一項、第三十二条、第三十三条並びに第百十五条第一項及び第
二項（同条第二項については、管理責任者がある場合を除く。）
の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第
四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継に
は、第五十六条第一項の規定を、管理責任者が行う管理には、
第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条、
第四十七条第四項及び第百十五条第二項の規定を準用する。 
（管理に関する命令又は勧告） 
第百二十一条 管理が適当でないため史跡名勝天然記念物が
滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあると認
めるときは、文化庁長官は、管理団体、所有者又は管理責任者
に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必
要な措置を命じ、又は勧告することができる。 
２ 前項の場合には、第三十六条第二項及び第三項の規定を準
用する。 
（復旧に関する命令又は勧告） 
第百二十二条 文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物がき損
し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があ
ると認めるときは、管理団体又は所有者に対し、その復旧につ
いて必要な命令又は勧告をすることができる。 
２ 文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝天
然記念物が、き損し、又は衰亡している場合において、その保
存のため必要があると認めるときは、管理団体又は所有者に対
し、その復旧について必要な勧告をすることができる。 
３ 前二項の場合には、第三十七条第三項及び第四項の規定を
準用する。 
（中略） 
（現状変更等の制限及び原状回復の命令） 
第百二十五条 史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、
又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化
庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状変更につ
いては維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執
る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である

場合は、この限りでない。 
２ 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学省
令で定める。 
３ 第一項の規定による許可を与える場合には、第四十三条第
三項の規定を、第一項の規定による許可を受けた者には、同条
第四項の規定を準用する。 
４ 第一項の規定による処分には、第百十一条第一項の規定を
準用する。 
５ 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又
は第三項で準用する第四十三条第三項の許可の条件を付せら
れたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、その通常
生ずべき損失を補償する。 
６ 前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規定
を準用する。 
７ 第一項の規定による許可を受けず、又は第三項で準用する
第四十三条第三項の規定による許可の条件に従わないで、史跡
名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす
行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回復を命ずるこ
とができる。この場合には、文化庁長官は、原状回復に関し必
要な指示をすることができる。 
（関係行政庁による通知） 
第百二十六条 前条第一項の規定により許可を受けなければ
ならないこととされている行為であつてその行為をするにつ
いて、他の法令の規定により許可、認可その他の処分で政令に
定めるものを受けなければならないこととされている場合に
おいて、当該他の法令において当該処分の権限を有する行政庁
又はその委任を受けた者は、当該処分をするときは、政令の定
めるところにより、文化庁長官（第百八十四条第一項又は第百
八十四条の二第一項の規定により前条第一項の規定による許
可を都道府県又は市町村の教育委員会が行う場合には、当該都
道府県又は市町村の教育委員会）に対し、その旨を通知するも
のとする。 
（復旧の届出等） 
第百二十七条 史跡名勝天然記念物を復旧しようとするとき
は、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日の三十
日前までに、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官
にその旨を届け出なければならない。ただし、第百二十五条第
一項の規定により許可を受けなければならない場合その他文
部科学省令の定める場合は、この限りでない。 
２ 史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるときは、
文化庁長官は、前項の届出に係る史跡名勝天然記念物の復旧に
関し技術的な指導と助言を与えることができる。 
（環境保全） 
第百二十八条 文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のた
め必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限
し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずること
ができる。 
２ 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対して
は、国は、その通常生ずべき損失を補償する。 
３ 第一項の規定による制限又は禁止に違反した者には、第百
二十五条第七項の規定を、前項の場合には、第四十一条第二項
から第四項までの規定を準用する。 
（管理団体による買取りの補助） 
第百二十九条 管理団体である地方公共団体その他の法人が、
史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土
地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のた
め特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合
には、国は、その買取りに要する経費の一部を補助することが
できる。 
２ 前項の場合には、第三十五条第二項及び第三項並びに第四
十二条の規定を準用する。 
（史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定） 
第百二十九条の二 史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有
者は、文部科学省令で定めるところにより、史跡名勝天然記念
物の保存及び活用に関する計画（以下「史跡名勝天然記念物保
存活用計画」という。）を作成し、文化庁長官の認定を申請す
ることができる。 
２ 史跡名勝天然記念物保存活用計画には、次に掲げる事項を
記載するものとする。 
一 当該史跡名勝天然記念物の名称及び所在地 
二 当該史跡名勝天然記念物の保存及び活用のために行う具
体的な措置の内容 
三 計画期間 
四 その他文部科学省令で定める事項 
３ 前項第二号に掲げる事項には、当該史跡名勝天然記念物の

現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項を記載す
ることができる。 
４ 文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた場
合において、その史跡名勝天然記念物保存活用計画が次の各号
のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定を
するものとする。 
一 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施が当該史跡
名勝天然記念物の保存及び活用に寄与するものであると認め
られること。 
二 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 
三 第百八十三条の二第一項に規定する文化財保存活用大綱
又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財保存活用
地域計画が定められているときは、これらに照らし適切なもの
であること。 
四 当該史跡名勝天然記念物保存活用計画に前項に規定する
事項が記載されている場合には、その内容が史跡名勝天然記念
物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うため
に必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するも
のであること。 
５ 文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その
旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。 
（認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更） 
第百二十九条の三 前条第四項の認定を受けた史跡名勝天然
記念物の管理団体又は所有者は、当該認定を受けた史跡名勝天
然記念物保存活用計画の変更（文部科学省令で定める軽微な変
更を除く。）をしようとするときは、文化庁長官の認定を受け
なければならない。 
２ 前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準用
する。 
（現状変更等の許可の特例） 
第百二十九条の四 第百二十九条の二第三項に規定する事項
が記載された史跡名勝天然記念物保存活用計画が同条第四項
の認定（前条第一項の変更の認定を含む。以下この章及び第百
五十三条第二項第二十五号において同じ。）を受けた場合にお
いて、当該史跡名勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及
ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、
第百二十五条第一項の許可を受けなければならないときは、同
項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす
行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところによ
り、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。 
（認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施状況に関する
報告の徴収） 
第百二十九条の五 文化庁長官は、第百二十九条の二第四項の
認定を受けた史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者に対
し、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画（変更
があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第百二十
九条の七において「認定史跡名勝天然記念物保存活用計画」と
いう。）の実施の状況について報告を求めることができる。 
（認定の取消し） 
第百二十九条の六 文化庁長官は、認定史跡名勝天然記念物保
存活用計画が第百二十九条の二第四項各号のいずれかに適合
しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができ
る。 
２ 文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したときは、
遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければ
ならない。 
（管理団体等への指導又は助言） 
第百二十九条の七 都道府県及び市町村の教育委員会は、史跡
名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史跡名勝
天然記念物保存活用計画の作成及び認定史跡名勝天然記念物
保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な指導又は助
言をすることができる。 
２ 文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者
の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び認
定史跡名勝天然記念物保存活用計画の円滑かつ確実な実施に
関し必要な指導又は助言をするように努めなければならない。 
（保存のための調査） 
第百三十条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、管理
団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念物の現
状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報告を求める
ことができる。 
第百三十一条 文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当する
場合において、前条の報告によつてもなお史跡名勝天然記念物
に関する状況を確認することができず、かつ、その確認のため
他に方法がないと認めるときは、調査に当たる者を定め、その

所在する土地又はその隣接地に立ち入つてその現状又は管理、
復旧若しくは環境保全の状況につき実地調査及び土地の発掘、
障害物の除却その他調査のため必要な措置をさせることがで
きる。ただし、当該土地の所有者、占有者その他の関係者に対
し、著しい損害を及ぼすおそれのある措置は、させてはならな
い。 
一 史跡名勝天然記念物に関する現状変更又は保存に影響を
及ぼす行為の許可の申請があつたとき。 
二 史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡しているとき。 
三 史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み
取られるおそれのあるとき。 
四 特別の事情によりあらためて特別史跡名勝天然記念物又
は史跡名勝天然記念物としての価値を調査する必要があると
き。 
２ 前項の規定による調査又は措置によつて損失を受けた者
に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。 
３ 第一項の規定により立ち入り、調査する場合には、第五十
五条第二項の規定を、前項の場合には、第四十一条第二項から
第四項までの規定を準用する。 
（中略） 
第十一章 文化審議会への諮問 
第二節 国に関する特例 
（中略） 
（国に関する特例） 
第百六十二条 国又は国の機関に対しこの法律の規定を適用
する場合において、この節に特別の規定のあるときは、その規
定による。 
（中略） 
第百六十八条 次に掲げる場合には、関係各省各庁の長は、あ
らかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなけれ
ばならない。 
一 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又は
その保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。 
（中略） 
２ 各省各庁の長以外の国の機関が、重要文化財又は史跡名勝
天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為
をしようとするときは、あらかじめ、文化庁長官の同意を求め
なければならない。 
３ 第一項第一号及び前項の場合には、第四十三条第一項ただ
し書及び同条第二項並びに第百二十五条第一項ただし書及び
同条第二項の規定を準用する。 
４ 文化庁長官は、第一項第一号又は第二項に規定する措置に
つき同意を与える場合においては、その条件としてその措置に
関し必要な勧告をすることができる。 
５ 関係各省各庁の長その他の国の機関は、前項の規定による
文化庁長官の勧告を十分に尊重しなければならない。 
第百六十九条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、文
部科学大臣を通じ各省各庁の長に対し、次に掲げる事項につき
必要な勧告をすることができる。 
一 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名
勝天然記念物の管理方法 
二 所管に属する重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝
天然記念物又は重要文化的景観の修理若しくは復旧又は滅失、
き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置 
三 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の環境保全のため必
要な施設 
四 所管に属する重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品
又は公開 
２ 前項の勧告については、前条第五項の規定を準用する。 
３ 第一項の規定による文化庁長官の勧告に基づいて施行す
る同項第二号に規定する修理、復旧若しくは措置又は同項第三
号に規定する施設に要する経費の分担については、文部科学大
臣と各省各庁の長が協議して定める。 
（中略） 
第三節 地方公共団体及び教育委員会 
（文化財保存活用大綱） 
第百八十三条の二 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の
区域における文化財の保存及び活用に関する総合的な施策の
大綱（次項及び次条において「文化財保存活用大綱」という。）
を定めることができる。 
２ 都道府県の教育委員会は、文化財保存活用大綱を定め、又
は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとと
もに、文化庁長官及び関係市町村に送付しなければならない。 
（中略） 
（書類等の経由） 
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第百八十八条 この法律の規定により文化財に関し文部科学
大臣又は文化庁長官に提出すべき届書その他の書類及び物件
の提出は、都道府県の教育委員会（当該文化財が指定都市の区
域内に存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。以
下この条において同じ。）を経由すべきものとする。 
２ 都道府県の教育委員会は、前項に規定する書類及び物件を
受理したときは、意見を具してこれを文部科学大臣又は文化庁
長官に送付しなければならない。 
３ この法律の規定により文化財に関し文部科学大臣又は文
化庁長官が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知は、都
道府県の教育委員会を経由すべきものとする。ただし、特に緊
急な場合は、この限りでない。 
（文部科学大臣又は文化庁長官に対する意見具申） 
第百八十九条 都道府県及び市町村の教育委員会は、当該都道
府県又は市町村の区域内に存する文化財の保存及び活用に関
し、文部科学大臣又は文化庁長官に対して意見を具申すること
ができる。 
（中略） 
第十三章 罰則 
（中略） 
第百九十六条 史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその
保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は
衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は
百万円以下の罰金に処する。 
２ 前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者で
あるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の
罰金若しくは科料に処する。 
第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円
以下の罰金に処する。 
一 第四十三条又は第百二十五条の規定に違反して、許可を受
けず、若しくはその許可の条件に従わないで、重要文化財若し
くは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に
影響を及ぼす行為をし、又は現状変更若しくは保存に影響を及
ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者 
二 第九十六条第二項の規定に違反して、現状を変更すること
となるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者 
第百九十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円
以下の罰金に処する。 
一 第三十九条第三項（第百八十六条第二項において準用する
場合を含む。）において準用する第三十二条の二第五項の規定
に違反して、国宝の修理又は滅失、毀損若しくは盗難の防止の
措置の施行を拒み、又は妨げた者 
二 第九十八条第三項（第百八十六条第二項において準用する
場合を含む。）において準用する第三十九条第三項において準
用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、発掘の施行を
拒み、又は妨げた者 
三 第百二十三条第二項（第百八十六条第二項において準用す
る場合を含む。）において準用する第三十九条第三項において
準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、特別史跡名
勝天然記念物の復旧又は滅失、毀損、衰亡若しくは盗難の防止
の措置の施行を拒み、又は妨げた者 
第百九十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理
に関して第百九十三条から前条までの違反行為をしたときは、
その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰
金刑を科する。 
第二百条 第三十九条第一項（第四十七条第三項（第八十三条
で準用する場合を含む。）、第百二十三条第二項、第百八十六条
第二項又は第百八十七条第二項で準用する場合を含む。）、第四
十九条（第八十五条で準用する場合を含む。）又は第百八十五
条第二項に規定する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡
名勝天然記念物の管理、修理又は復旧の施行の責めに任ずべき
者が怠慢又は重大な過失によりその管理、修理又は復旧に係る
重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を滅
失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるに至らしめたときは、
三十万円以下の過料に処する。 
第二百一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以
下の過料に処する。 
一 正当な理由がなくて、第三十六条第一項（第八十三条及び
第百七十二条第五項で準用する場合を含む。）又は第三十七条
第一項の規定による重要文化財若しくは重要有形民俗文化財
の管理又は国宝の修理に関する文化庁長官の命令に従わなか
つた者 

二 正当な理由がなくて、第百二十一条第一項（第百七十二条
第五項で準用する場合を含む。）又は第百二十二条第一項の規
定による史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記
念物の復旧に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者 
（中略） 
第二百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下
の過料に処する。 
一 正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規定による制限
若しくは禁止又は施設の命令に違反した者 
（中略） 
五 第五十三条の六（第八十五条の四（第百七十四条の二第一
項において準用する場合を含む。）及び第百七十四条の二第一
項において準用する場合を含む。）、第五十四条（第八十六条及
び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。）、第五十
五条、第六十七条の五（第九十条の四及び第百三十三条の四に
おいて準用する場合を含む。）、第六十八条（第九十条第三項及
び第百三十三条において準用する場合を含む。）、第七十六条の
四（第八十九条の三において準用する場合を含む。）、第七十六
条の十五（第九十条の十一において準用する場合を含む。）、第
百二十九条の五（第百七十四条の二第一項において準用する場
合を含む。）、第百三十条（第百七十二条第五項において準用す
る場合を含む。）、第百三十一条又は第百四十条の規定に違反し
て、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該公務員の
立入調査若しくは調査のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、
若しくは忌避した者 
六 第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止又
は中止の命令に従わなかつた者 
七 正当な理由がなくて、第百二十八条第一項の規定による制
限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者 
第二百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下
の過料に処する。 
一 第二十八条第五項、第二十九条第四項（第七十九条第二項
において準用する場合を含む。）、第五十六条第二項（第八十六
条において準用する場合を含む。）又は第五十九条第六項若し
くは第六十九条（これらの規定を第九十条第三項において準用
する場合を含む。）の規定に違反して、重要文化財若しくは重
要有形民俗文化財の指定書又は登録有形文化財若しくは登録
有形民俗文化財の登録証を文部科学大臣に返付せず、又は新所
有者に引き渡さなかつた者 
二 第三十一条第三項（第六十条第四項（第九十条第三項にお
いて準用する場合を含む。）、第八十条及び第百十九条第二項
（第百三十三条において準用する場合を含む。）において準用
する場合を含む。）、第三十二条（第六十条第四項（第九十条第
三項において準用する場合を含む。）、第八十条及び第百二十条
（第百三十三条において準用する場合を含む。）において準用
する場合を含む。）、第三十三条（第八十条、第百十八条及び第
百二十条（これらの規定を第百三十三条において準用する場合
を含む。）並びに第百七十二条第五項において準用する場合を
含む。）、第三十四条（第八十条及び第百七十二条第五項におい
て準用する場合を含む。）、第四十三条の二第一項、第五十三条
の四若しくは第五十三条の五（これらの規定を第百七十四条の
二第一項において準用する場合を含む。）、第六十一条若しくは
第六十二条（これらの規定を第九十条第三項において準用する
場合を含む。）、第六十四条第一項（第九十条第三項及び第百三
十三条において準用する場合を含む。）、第六十五条第一項（第
九十条第三項において準用する場合を含む。）、第六十七条の四、
第七十三条、第七十六条の九、第八十一条第一項、第八十四条
第一項本文、第八十五条の三（第百七十四条の二第一項におい
て準用する場合を含む。）、第九十条の三、第九十二条第一項、
第九十六条第一項、第百十五条第二項（第百二十条、第百三十
三条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。）、
第百二十七条第一項、第百二十九条の四（第百七十四条の二第
一項において準用する場合を含む。）、第百三十三条の三、第百
三十六条又は第百三十九条第一項の規定に違反して、届出をせ
ず、又は虚偽の届出をした者 
三 第三十二条の二第五項（第三十四条の三第二項（第八十三
条において準用する場合を含む。）、第六十条第四項及び第六十
三条第二項（これらの規定を第九十条第三項において準用する
場合を含む。）並びに第八十条において準用する場合を含む。）
又は第百十五条第四項（第百三十三条において準用する場合を
含む。）の規定に違反して、管理、修理若しくは復旧又は管理、
修理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避し
た者

 
 

文化財保護法施行令 
昭和五十年政令第二百六十七号 

(令和六年政令第百七十四号改正) 
 
内閣は、文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第

五十七条の三第一項、第八十条の二及び第八十三条の三第一項
（同条第二項において準用する場合を含む。）並びに文化財保
護法の一部を改正する法律（昭和五十年法律第四十九号）附則
第十項の規定に基づき、この政令を制定する。 
（中略） 
（都道府県又は市の教育委員会が処理する事務） 
第五条 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府
県の教育委員会（当該都道府県が特定地方公共団体である場合
にあつては、当該都道府県の知事。以下同じ。）が行うことと
する。ただし、我が国にとつて歴史上又は学術上の価値が特に
高いと認められる埋蔵文化財について、文化庁長官がその保護
上特に必要があると認めるときは、自ら第五号に掲げる事務
（法第九十二条第一項の規定による届出の受理及び法第九十
四条第一項又は第九十七条第一項の規定による通知の受理を
除く。）を行うことを妨げない。 
（中略） 
４ 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の
教育委員会（第一号イからリまで及びルに掲げる現状変更等が
市の区域（法第百十五条第一項に規定する管理団体（以下この
条及び次条第二項第一号イにおいて単に「管理団体」という。）
が都道府県である史跡名勝天然記念物の管理のための計画（以
下この条並びに次条第二項第一号イ及びハにおいて「管理計画」
という。）を当該都道府県の教育委員会が定めている区域を除
く。以下この項において「市の特定区域」という。）内におい
て行われる場合、第一号ヌに掲げる現状変更等を行う動物園又
は水族館が市の特定区域内に存する場合並びに同号ヲに規定
する指定区域が市の特定区域内に存する場合にあつては、当該
市の教育委員会（当該市が特定地方公共団体である場合にあつ
ては、当該市の長。以下この条において同じ。））が行うことと
する。 
一 次に掲げる現状変更等（イからチまでに掲げるものにあつ
ては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内において行われ
るものに限る。）に係る法第百二十五条第一項並びに同条第三
項において準用する法第四十三条第三項及び第四項の規定に
よる許可及びその取消し並びに停止命令 
イ 小規模建築物（階数が二以下で、かつ、地階を有しない木
造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積（増築又は改築にあ
つては、増築又は改築後の建築面積）が百二十平方メートル以
下のものをいう。ロにおいて同じ。）で二年以内の期間を限つ
て設置されるものの新築、増築又は改築 
ロ 小規模建築物の新築、増築又は改築（増築又は改築にあつ
ては、建築の日から五十年を経過していない小規模建築物に係
るものに限る。）であつて、指定に係る地域の面積が百五十ヘ
クタール以上である史跡名勝天然記念物に係る都市計画法（昭
和四十三年法律第百号）第八条第一項第一号の第一種低層住居
専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域における
もの 
ハ 工作物（建築物を除く。以下このハにおいて同じ。）の設
置若しくは改修（改修にあつては、設置の日から五十年を経過
していない工作物に係るものに限る。）又は道路の舗装若しく

は修繕（それぞれ土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の
変更を伴わないものに限る。） 
ニ 法第百十五条第一項（法第百二十条及び第百七十二条第五
項において準用する場合を含む。）に規定する史跡名勝天然記
念物の管理に必要な施設の設置又は改修 
ホ 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに類す
る工作物の設置又は改修 
ヘ 建築物等の除却（建築又は設置の日から五十年を経過して
いない建築物等に係るものに限る。） 
ト 木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に係る木竹につい
ては、危険防止のため必要な伐採に限る。） 
チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採取 
リ 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生息
状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体に対す
る危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育、
当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の装着又は当該捕
獲した動物の血液その他の組織の採取 
ヌ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互間
における譲受け又は借受け 
ル 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたもの
（現に繁殖のために使用されているものを除く。）の除却 
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の
指定に係る地域のうち指定区域（当該史跡名勝天然記念物の管
理計画を都道府県の教育委員会（当該管理計画が市の区域（管
理団体が当該都道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係
る地域内の区域に限る。）又は町村の区域（次条第七項に規定
する特定認定市町村である町村であつて同条第二項に規定す
る事務を行うこととされたものにあつては、管理団体が当該都
道府県である史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域
に限る。）を対象とする場合に限る。）又は市の教育委員会（当
該管理計画が市の特定区域を対象とする場合に限る。）が定め
ている区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に
係るもので、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘案して
文化庁長官が指定する区域をいう。）における現状変更等 
二 法第百三十条（法第百七十二条第五項において準用する場
合を含む。）及び第百三十一条の規定による調査及び調査のた
め必要な措置の施行（前号イからヲまでに掲げる現状変更等に
係る法第百二十五条第一項の規定による許可の申請に係るも
のに限る。） 
５ 前項の管理計画に記載すべき事項は、文部科学省令で定め
る。 
６ 都道府県の教育委員会は、管理団体が当該都道府県である
史跡名勝天然記念物について、市の区域を対象とする管理計画
を定めようとするときは、あらかじめ、当該市の教育委員会に
協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は
廃止しようとするときも、同様とする。 
７ 第四項の規定により同項各号に掲げる事務のうち市の区
域に係るものを行おうとする都道府県の教育委員会は、文部科
学省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならな
い。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 
（後略）

 
 
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則 

昭和二十六年文化財保護委員会規則第十号 
(平成三十一年文部科学省令第七号改正) 

 
文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第八十条の

規定を実施するため、同法第十五条第一項の規定に基き、特別
史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物現状変更等許可
申請規則を次のように定める。 
（許可の申請） 
第一条 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号。以下
「法」という。）第百二十五条第一項の規定による許可を受け
ようとする者（以下「許可申請者」という。）は、次に掲げる
事項を記載した許可申請書を文化庁長官（法第百八十四条第一
項第二号及び第百八十四条の二第一項（法第百八十四条第一項
第二号に掲げる事務に係る部分に限る。第三条第一項において
同じ。）の規定により当該許可を都道府県又は市（特別区を含
む。以下同じ。）町村の教育委員会（当該都道府県又は市町村

が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体（第六
条第一項第四号において単に「特定地方公共団体」という。）
である場合にあつては、当該都道府県の知事又は市町村の長。
以下この条及び第三条第一項において同じ。）が行う場合には、
当該都道府県又は市町村の教育委員会）に提出しなければなら
ない。 
一 史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）、名勝（特別名勝を含
む。以下同じ。）又は天然記念物（特別天然記念物を含む。以
下同じ。）の別及び名称 
二 指定年月日 
三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 
四 所有者の氏名又は名称及び住所 
五 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所 
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六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 
七 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所 
八 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並
びに事務所の所在地 
九 史跡、名勝又は天然記念物の現状変更又は保存に影響を及
ぼす行為（以下「現状変更等」という。）を必要とする理由 
十 現状変更等の内容及び実施の方法 
十一 現状変更等により生ずる物件の滅失若しくは毀損又は
景観の変化その他現状変更等が史跡、名勝又は天然記念物に及
ぼす影響に関する事項 
十二 現状変更等の着手及び終了の予定時期 
十三 現状変更等に係る地域の地番 
十四 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及
び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地 
十五 その他参考となるべき事項 
２ 埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状
変更等の場合における許可申請書には、前項各号に掲げる事項
の外、左に掲げる事項を記載するものとする。 
一 発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴 
二 出土品の処置に関する希望 
（許可申請書の添附書類等） 
第二条 前条の許可申請書には、左に掲げる書類、図面及び写
真を添えなければならない。 
一 現状変更等の設計仕様書及び設計図 
二 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及
び地ぼうを表示した実測図 
三 現状変更等に係る地域のキヤビネ型写真 
四 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があ
るときは、その資料 
五 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾
書 
六 許可申請者が権原に基く占有者以外の者であるときは、そ
の占有者の承諾書 
七 管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体以外
の者であるときは、管理団体の意見書 
八 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者
以外の者であるときは、管理責任者の意見書 
九 前条第二項の場合において、許可申請者が発掘担当者以外
の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書 
２ 前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には、現状変更
等をしようとする箇所を表示しなければならない。 
（終了の報告） 
第三条 法第百二十五条第一項の規定による許可を受けた者
は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくそ
の旨を文化庁長官（法第百八十四条第一項第二号及び第百八十
四条の二第一項の規定により当該許可を都道府県又は市町村
の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は市町村の教
育委員会）に報告するものとする。 
２ 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を
添えるものとする。 
（維持の措置の範囲） 

第四条 法第百二十五条第一項ただし書の規定により現状変
更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のい
ずれかに該当する場合とする。 
一 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場
合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝
又は天然記念物をその指定当時の原状（指定後において現状変
更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原
状）に復するとき。 
二 史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場
合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措
置をするとき。 
三 史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、
かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、
当該部分を除去するとき。 
（国の機関による現状変更等） 
第五条 各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名勝又は天
然記念物の現状変更等について、法第百六十八条第一項第一号
又は第二項の規定による同意を求めようとする場合には第一
条及び第二条の規定を、法第百六十八条第一項第一号又は第二
項の規定による同意を受けた場合には第三条の規定を準用す
る。 
２ 法第百六十八条第三項で準用する法第百二十五条第一項
ただし書の規定により現状変更について同意を求めることを
要しない場合は、前条各号に掲げる場合とする。 
（管理計画） 
第六条 文化財保護法施行令（昭和五十年政令第二百六十七号。
次条において「令」という。）第五条第四項の管理計画には、
次に掲げる事項を記載するものとする。 
一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 
二 指定年月日 
三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 
四 管理計画を定めた都道府県又は市町村の教育委員会（当該
都道府県又は市町村が特定地方公共団体である場合にあつて
は、当該都道府県又は市町村） 
五 史跡、名勝又は天然記念物の管理の状況 
六 史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する基本方針 
七 史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等の許可の基準及び
その適用区域 
八 その他参考となるべき事項 
２ 管理計画には、史跡、名勝又は天然記念物の許可の基準の
適用区域を示す図面を添えるものとする。 
（市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示） 
第七条 令第五条第七項（令第六条第八項の規定により読み替
えて適用する場合を含む。）の規定による公示は、次に掲げる
事項について行うものとする。 
一 令第五条第四項各号又は令第六条第二項各号に掲げる事
務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する旨 
二 令第五条第四項各号又は令第六条第二項各号に掲げる事
務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する日 
附 則 
この規則は、公布の日から施行する。

 
 
文化財保護法施行令第五条第四項第一号イからルまでに掲げる史跡名勝天然記念物の許可の事
務の処理基準 

平成十二年四月二十八日文部大臣裁定 
(平成二十七年十二月二十一日改正) 

 
地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十五条

の九第一項及び第三項の規定に基づき、文化財保護法施行令
（昭和五十年政令第二百六十七号。以下「令」という。）第五
条第四項第一号イからルまでに掲げる史跡名勝天然記念物の
現状変更又は保存に影響を及ぼす行為（以下「現状変更等」と
いう。）の許可の事務を都道府県又は市の教育委員会が処理す
るに当たりよるべき基準を次のとおり定める。 
Ⅰ 共通事項 
（一）現状変更等が「市」と当該市以外の「市」又は「町村」
とにまたがつて行われる場合には、現状変更等の許可申請は、
許可の権限を有するそれぞれの都道府県又は市の教育委員会
が受理し、許可の事務を行う。この場合には、関係教育委員会
相互間において、必要に応じ、適宜連絡調整を行うものとする。
なお、令第五条第四項の規定により同項各号に掲げる事務のう
ち市の区域に係るものを都道府県の教育委員会が行う場合に
おいては、「市」と当該市以外の「市」又は「町村」とにまた

がつて行われる場合であつても、現状変更等の許可申請は、許
可の権限を有する都道府県の教育委員会が受理し、許可の事務
を行う。 
（二）次の場合には、当該現状変更等を許可することができな
い。 
① 史跡名勝天然記念物の適切な保存活用等のために策定され
た「保存活用計画（保存管理計画）」に定められた保存（保存
管理）の基準に反する場合 
② 史跡名勝天然記念物の滅失、毀損又は衰亡のおそれがある
場合 
③ 史跡名勝天然記念物の景観又は価値を著しく減じると認め
られる場合 
④ 地域を定めて指定した天然記念物に関し、指定対象である
動植物の生息環境又は生態系全体に対して著しい影響を与え
るおそれがある場合 
（三）都道府県又は市の教育委員会に対する現状変更等の許可

申請の審査のため、地方公共団体等が事前に発掘調査を行う場
合は、当該発掘調査の実施につき文化財保護法（昭和二十五年
法律二百十四号。以下「法」という。）第百二十五条第一項の
規定による文化庁長官の許可を要する。 
（四） 都道府県又は市の教育委員会が現状変更等の許可をす
るに当たつては、法第百二十五条第三項において準用する法第 
四十三条第三項の規定により、許可の条件として次の例のよう
な指示をすることができる。なお、当該許可の条件として指示
した発掘調査の実施については、改めて現状変更等の許可を要
しない。 
① 当該現状変更等の事前に発掘調査を行うこと。 
② 当該現状変更等に際し、関係教育委員会の職員の立会いを
求めること。 
③ 重要な遺構などが発見された場合は、設計変更等により、
その保存を図ること。 
④ 当該現状変更等の実施に当たつては、関係教育委員会の指
示を受けること。 
⑤ 当該現状変更等の許可申請書又は添附した書類、図面若し
くは写真の記載事項又は表示事項のうち、現状変更等の内容及
び実施の方法の変更、許可申請書の変更などの実質的な変更に
ついては、改めて現状変更等の許可を申請すること。ただし、
許可申請者の住所や事務所の所在地の変更など実質的な変更
ではないものについては、その旨を報告すること。 
⑥ 当該現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を報告
すること。 
Ⅱ 個別事項 
一 令五条第四項第一号イ関係 
（一）「建築面積」とは、建築基準法施行令（昭和二十五年政
令第三百三十八号）第二条第一項第二号に定める建築面積をい
う。 
（二）次の場合は、本号による許可の事務の範囲には含まれな
い。 
① 新築については、小規模建築物の設置期間の更新があらか
じめ予想される場合 
② 増築又は改築については、増築又は改築部分の設置期間が
本体である建築物の新築を完了した日から二年を超える場合 
③ 新築、増築又は改築については、当該新築等に伴う土地の
掘削、盛土、切土その他の土地の形状の変更が、当該新築等に
必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場合 
（三）新築、増築又は改築の際に木竹の伐採を伴う場合には、
当該木竹の伐採について、別途、法第百二十五条第一項の規定
による文化庁長官の許可又は令第五条第四項第一号トによる
都道府県又は市の教育委員会の許可を要する（法百二十五条第
一項ただし書の維持の措置である場合を除く。）。 
（四）新築、増築又は改築の際に除却を伴う場合には、「新築
及び除却」、「増築及び除却」又は「改築及び除却」として許可
の申請をさせ、除却と併せて許可をするものとする。 
二 令五条第四項第一号ロ関係 
（一）新築、増築又は改築に伴う土地の掘削、盛土、切土その
他土地の形状の変更が、新築等に必要な最小限度のやむを得な
い規模を超える場合には、本号による許可の事務の範囲に含ま
れない。 
（二） 新築、増築又は改築の際に木竹の伐採を伴う場合には、
当該木竹の伐採について、別途、法第百二十五条第一項の規定
による文化庁長官の許可又は令第五条第四項第一号トによる
都道府県又は市の教育委員会の許可を要する（法第百二十五 
条第一項ただし書の維持の措置である場合を除く。）。 
三 令五条第四項第一号ハ関係 
（一）「工作物」には、次のものを含む。 
① 小規模建築物に附随する門、生け垣又は塀 
② 既設の道路に設置される電柱、道路標識、信号機又はガー
ドレール 
③ 小規模な観測・測定機器 
④ 木道 
（二）「道路」には、道路法（昭和二十七年法律第百八十号） 
第三条各号に掲げる道路（ただし、道路と一体となつて効用を
全うする施設及び道路の附属物で当該道路に附属して設けら
れているものを除く。）のほか、農道、林道、漁港関連道を含
む。 
（三）「道路の舗装」とは、既設の未舗装の道路の舗装をいう。 
（四）「道路の修繕」とは、既設の舗装又は未舗装の道路の破
損、劣化等に対応して行われる部分的な修復その他これに類す
る工事をいう。 
（五）道路についての「土地の形状の変更」には、道路の幅員
の拡幅、路床の削平、側溝の設置及び道路の構造の変更に伴う

ものを含む。 
（六）工作物の設置又は改修の際に木竹の伐採を伴う場合には、
当該木竹の伐採について、別途、法百二十五条第一項の規定に
よる文化庁長官の許可又は令第五条第四項第一号トによる都
道府県又は市の教育委員会の許可を要する（法第百二十五 条
第一項ただし書の維持の措置である場合を除く。）。 
四 令五条第四項第一号ニ関係 
（一）「史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設」とは、法第
百十五条第一項の標識、説明版、境界標、囲さくその他の施設
をいう。 
（二）設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地
の形状の変更が、設置等に必要な最小限度のやむを得ない規模
を超える場合には、本号による許可の事務の範囲に含まれない。 
（三）標識、説明版、標注、注意札、境界標又は囲さくその他
の施設であつて、史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則（昭
和二十九年文化財保護委員会規則第七号）に定める基準に合致
しないものについては、その設置又は改修の許可をすることが
できない。 
五 令五条第四項第一号ホ関係 
（一）「電線」には、配電管内の電線及び電話線等の通信線を
含む。 
（二）「その他これらに類する工作物」には、側溝、街渠、集
水ます及び電線共同溝を含む。 
（三）設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地
の形状の変更が、設置又は改修に必要な最小限度のやむを得な
い規模を超える場合には、本号による許可の事務の範囲に含ま
れない。 
六 令五条第四項第一号へ関係 
（一）除却に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の
変更が、除却に必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場
合には、本号による許可の事務の範囲に含まれない。 
（二）除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該木竹の伐採
について、別途、法第百二十五条第一項の規定による文化庁長
官の許可又は令第五条第四項第一号トによる都道府県又は市
の教育委員会の許可を要する（法第百二十五条第一項ただし書
の維持の措置である場合を除く。）。 
七 令五条第四項第一号ト関係 
（一）「木竹の伐採」とは、幹を切ること及び枝を切断して除
去することをいう。 
（二）「危険防止のため必要な伐採」とは、倒木や落枝によつ
て人身又は建物に危害が及び危険性の高い場合における危険
防止に必要な最小限度のやむを得ない程度の伐採をいう。 
（三）木竹の伐採が、法第百二十五条第一項ただし書の維持の
措置である場合には、許可を要しない。 
八 令五条第四項第一号チ関係 
（一）「保存のため必要な試験材料の採取」とは、その保存を
目的として史蹟名勝天然記念物の現状を適切に把握するため
に行われる土壌、植物、鉱物等のサンプル採取をいう。 
（二）学術研究のために行われるものなど、史跡名勝天然記念
物の保存を目的としない試験材料の採取については、本号によ
る許可の事務の範囲に含まれない。 
九 令五条第四項第一号リ関係 
（一）「個体の保護のため必要な捕獲」とは、天然記念物に指
定された動物が傷ついている場合や生命の危険にさらされて
いる場合などに当該動物の個体の安全を確保するため、やむを
得ず捕獲することをいう。 
（二）「生育状況の調査のため必要な捕獲」とは、学術調査、
公共事業の事前又は事後の環境影響評価のための調査等のた
め、必要な最小限度のやむを得ない程度の一時的な捕獲をいう。 
（三）「人の生命若しくは身体に対する危害の防止のため必要
な捕獲」とは、人の生命若しくは身体に対する危害の防止の必
要性が具体的に生じている場合の捕獲をいい、財産に対する危
害を防止するための捕獲を含まない。 
（四）「捕獲」には、捕殺を含む。 
（五）「その他の組織の採取」には体毛及び羽毛の採取を含む。 
（六）次の場合には、本号による許可の事務の範囲には含まれ
ない。 
①「捕獲」と「飼育」、「標識又は発信機の装着」又は「血液そ
の他の組織の採取」とが、許可の事務を行う都道府県又は市の
区域を越えて行われる場合 
②「捕獲」、「捕獲及び飼育」、「捕獲及び標識又は発信機の装着」
又は「血液その他の組織の採取」以外に、移動等天然記念物に
指定された動物に対する他の現状変更等を併せて行う場合 
（七）「標識又は発信機の装着」については、標識又は発信機
の大きさ、材質又は装着の方法が天然記念物に指定された動物
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に著しい影響を与えるおそれがある場合には、許可をすること
ができない。 
（八）「血液その他の組織の採取」については、その方法や量
が天然記念物に指定された動物に著しい影響を与えるおそれ
がある場合には、許可をすることができない。 
十 令五条第四項第一号ヌ関係 
（一）「動物園」又は「水族館」とは、博物館法（昭和二十六
年法律第二百八十五号）第十条の規定により登録を受けた博物
館、同法第二十九条の規定により指定された博物館に相当する
施設又はそれ以外の公益社団法人日本動物園水族館協会の正
会員である動物園又は水族館をいう。 

（二）本号による譲受け又は借受けの許可の場合には、天然記
念物に指定された動物の譲渡若しくは貸出しを行う動物園又
は水族館においては、当該譲渡又は貸出しについての許可を受
けることを要しない。 
（三）天然記念物に指定された動物の輸出については、法第 百
二十五条第一項の規定による文化庁長官の許可を要する。 
十一 令五条第四項第一号ル関係 
天然記念物に指定された鳥類で、電柱に巣を作るものとしては、
例えば、天然記念物カササギ生息地におけるカササギがある。 
Ⅲ その他 
この裁定は、平成二十八年四月一日から適用する。

 
 
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則 

昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号 
(平成三十一年文部科学省令第七号改正) 

 
文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第七十四条
第三項で準用する同法第三十一条第三項の規定並びに同法第
七十五条で準用する同法第三十二条及び第三十三条の規定に
基き、並びに同法第七十五条で準用する同法第三十二条第一項
及び第三十三条並びに同法第八十二条の規定を実施するため、
同法第十五条第一項の規定に基き、特別史跡名勝天然記念物又
は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則
を次のように定める。 
（中略） 
（所有者変更の届出書の記載事項等） 
第三条 法第百二十条で準用する法第三十二条第一項の規定
による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事
項を記載するものとする。 
一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 
二 指定年月日 
三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 
四 旧所有者の氏名又は名称及び住所 
五 新所有者の氏名又は名称及び住所 
六 所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地域の
地番、地目及び地積 
七 変更の年月日 
八 変更の事由 
九 その他参考となるべき事項 
２ 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるも
のとする。 
（中略） 
（所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の
届出書の記載事項） 
第五条 法第百二十条で準用する法第三十二条第三項の規定
による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住所を
変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するも
のとする。 
一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 
二 指定年月日 
三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 
四 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 
五 変更前の氏名若しくは名称又は住所 
六 変更後の氏名若しくは名称又は住所 
七 変更の年月日 
八 その他参考となるべき事項 
（史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書の記載事
項等） 
第六条 法第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項で

準用する法第三十三条の規定による史跡、名勝又は天然記念物
の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれ
を亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に
掲げる事項を記載するものとする。 
一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 
二 指定年月日 
三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 
四 所有者の氏名又は名称及び住所 
五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所 
六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 
七 滅失、毀損、衰亡、亡失又は盗難（以下「滅失、毀損等」
という。）の事実の生じた日時 
八 滅失、毀損等の事実の生じた当時における管理の状況 
九 滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程
度 
十 毀損の場合は、毀損の結果当該史跡、名勝又は天然記念物
がその保存上受ける影響 
十一 滅失、毀損等の事実を知つた日 
十二 滅失、毀損等の事実を知つた後に執られた措置その他参
考となるべき事項 
２ 前項の書面には、滅失、毀損等の状態を示すキャビネ型写
真及び図面を添えるものとする。 
（土地の所在等の異動の届出） 
第七条 法第百十五条第二項（法第百二十条及び第百七十二条
第五項で準用する場合を含む。）の規定による土地の所在等の
異動の届出は、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項
並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の
土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を
記載した書面をもつて、異動のあつたのち三十日以内に行わな
ければならない。 
２ 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地
に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本を
前項の書面に添えるものとする。 
（国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する
通知書の記載事項等） 
第八条 国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に
関する通知の書面については、法第百六十七条第一項第一号及
び第二号の場合に係るときは第三条の規定を、法第百六十七条
第一項第三号の場合に係るときは第六条の規定を、法第百六十
七条第一項第七号の場合に係るときは前条の規定を準用する。 
附 則 
この規則は、公布の日から施行する。

 
 
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の復旧の届出に関する規則 

昭和二十九年文化財保護委員会規則第九号 
(平成三十一年文部科学省令第七号改正) 

 
文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第八十条の
二第一項（同法第九十条第二項で準用する場合を含む。）の規
定に基き、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の
復旧の届出に関する規則を次のように定める。 
（復旧の届出） 
第一条 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号。以下
「法」という。）第百二十七条第一項の規定による届出は、次
に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとする。 

一 史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）名勝（特別名勝を含
む。以下同じ。）又は天然記念物（特別天然記念物を含む。以
下同じ。）の別及び名称 
二 指定年月日 
三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地 
四 所有者の氏名又は名称及び住所 
五 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所 
六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 

七 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所 
八 復旧を必要とする理由 
九 復旧の内容及び方法 
十 復旧の着手及び終了の予定時期 
十一 復旧施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名
並びに事務所の所在地 
十二 その他参考となるべき事項 
２ 前項の届出の書面には、左に掲げる書類、写真及び図面を
添えるものとする。 
一 設計仕様書 
二 復旧をしようとする箇所を表示した当該復旧に係る地域
又は復旧をしようとする箇所の写真及び図面 
三 復旧をしようとする者が管理団体であるときは、所有者及
び権原に基く占有者の意見書 
（届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更） 
第二条 前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又は
写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更しようと
するときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け出なければ
ならない。 
（終了の報告） 
第三条 法第百二十七条第一項の規定により届出を行つた者
は、届出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す写真及
び図面を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報告するもの

とする。 
（復旧の届出を要しない場合） 
第四条 法第百二十七条第一項ただし書の規定により届出を
要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 
一 法第百十八条又は第百二十条で準用する法第三十五条第
一項の規定による補助金の交付を受けて復旧を行うとき。 
二 法第百二十二条第一項又は第二項の規定による命令又は
勧告を受けて復旧を行うとき。 
三 法第百二十五条第一項の規定による現状変更等の許可を
受けて復旧を行うとき。 
（国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知） 
第五条 法第百六十七条第一項第五号の規定による史跡名勝
又は天然記念物の復旧の通知には、第一条から第三条までの規
定を準用する。 
２ 法第百六十七条第一項第五号括弧書の規定により史跡、名
勝又は天然記念物の復旧について通知を要しない場合は、次の
各号のいずれかに該当する場合とする。 
一 法第百六十八条第一項第一号又は第二項の規定による同
意を得て復旧を行うとき。 
二 法第百六十九条第一項第二号の規定による勧告を受けて
復旧を行うとき。 
附 則 
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。

 
史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 

昭和二十九年文化財保護委員会規則第七号 
(平成三十一年文部科学省令第七号改正) 

 
文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第十五条第

一項及び第七十二条第一項（同法第七十五条及び第九十五条第
五項で準用する場合を含む。）の規定に基き、史跡名勝天然記
念物標識等設置基準規則を次のように定める。 
（標識） 
第一条 文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号。以下
「法」という。）第百十五条第一項（法第百二十条及び第百七
十二条第五項で準用する場合を含む。以下同じ。）の規定によ
り設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の
事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外
の材料をもつて設置することを妨げない。 
２ 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するも
のとする。 
一 史跡、名勝又は天然記念物の別（特別史跡、特別名勝又は
特別天然記念物の別を表示することを妨げない。）及び名称 
二 文部科学省（仮指定されたものについては、仮指定を行つ
た都道府県又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第
二百五十二条の十九第一項の指定都市の教育委員会（当該都道
府県又は指定都市が法第五十三条の八第一項に規定する特定
地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県又は指定都
市）の名称。第四条第三項において同じ。）の文字（所有者又
は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。） 
三 指定又は仮指定の年月日 
四 建設年月日 
３ 第一項の標識の表面の外、裏面又は側面を使用する場合に
は、前項第二号から第四号に掲げる事項は裏面又は側面に、裏
面及び側面を使用する場合には、前項第二号に掲げる事項は裏
面に前項第三号及び第四号に掲げる事項は側面に、それぞれ表
示するものとする。 
（説明板） 
第二条 法第百十五条第一項の規定により設置すべき説明板
には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとす
る。 
一 特別史跡若しくは史跡、特別名勝若しくは名勝又は特別天
然記念物若しくは天然記念物の別及び名称 
二 指定又は仮指定の年月日 
三 指定又は仮指定の理由 
四 説明事項 

五 保存上注意すべき事項 
六 その他参考となるべき事項 
２ 前項の説明板には、指定又は仮指定に係る地域を示す図面
を掲げるものとする。但し、地域の定がない場合その他特に地
域を示す必要のない場合は、この限りでない。 
（標柱及び注意札） 
第三条 前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が指定又
は仮指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特
に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又
は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した
注意札を設置するものとする。 
（境界標） 
第四条 法第百十五条第一項の規定により設置すべき境界標
は、石造又はコンクリート造とする。 
２ 前項の境界標は、十三センチメートル角の四角柱とし、地
表からの高さは三十センチメートル以上とするものとする。 
３ 第一項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地域の
境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天
然記念物境界の文字（特別史跡境界、特別名勝境界又は特別天
然記念物境界の文字とすることを妨げない。）及び文部科学省
の文字を彫るものとする。 
４ 第一項の境界標は、指定又は仮指定に係る地域の境界線の
屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものと
する。 
（標識等の形状等） 
第五条 第一条から前条までに定めるものの外、標識、説明板、
標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これら
の施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記
念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設
置者が定めるものとする。 
（囲いその他の施設） 
第六条 法第百十五条第一項の規定により設置すべき囲いそ
の他の施設については、前条の規定を準用する。 
附 則 
１ この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。 
２ 史跡名勝天然記念物保存施設規則（昭和二十六年文化財保
護委員会規則第二号）は、廃止する。 
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